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認
第
７
号

 
焼
津
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表
 

旧
 

新
 

焼
津
市
税
条
例
 

焼
津
市
税
条
例
 

昭
和
29
年
６
月
１
日
条
例
第
14
号
 

昭
和
2
9年

６
月
１
日
条
例
第
14
号
 

第
１
条
 
 

第
１
条
 
 

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

第
18
条
の
２
 
 

第
18
条
の
２
 
 

（
納
税
証
明
事
項
）
 

（
納
税
証
明
事
項
）
 

第
18
条
の
３

 
施
行
規
則
第
１
条
の
９
第
２
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
道
路
運
送
車
両
法

（
昭
和

26
年
法
律
第

18
5
号
）
第

59
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
二

輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
種
別
割
を
滞
納

し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
証
明
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
18
条
の
３

 
施
行
規
則
第
１
条
の
９
第
２
号
に
規
定
す
る
事
項
は
、
道
路
運
送
車
両
法

（
昭
和

26
年
法
律
第

18
5
号
）
第

5
9
条
第
１
項
に
規
定
す
る
検
査
対
象
軽
自
動
車
又
は
二

輪
の
小
型
自
動
車
に
つ
い
て
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理
由
に
よ
り
軽
自
動
車
税
を

滞
納
し
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
旨
を
証
明
す
る
も
の
と
す
る
。
 

（
納
期
限
後
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金
）
 

（
納
期
限
後
に
納
付
し
、
又
は
納
入
す
る
税
金
又
は
納
入
金
に
係
る
延
滞
金
）
 

第
19
条
 
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
40
条
、
第
46
条
、
第
46
条
の
２
若
し
く
は

第
46
条
の
５
（
第
53
条
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
第
47
条
の
４
第
１
項
（
第
47
条
の
５
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第

48
条
第
１
項
（
法
第

32
1
条
の
８
第

34

項
及
び
第

35
項
の
申
告
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第

53
条
の
７
、
第
67
条
、
第
81
条

の
６
第
１
項
、
第
83
条
第
２
項
、
第
98
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
10
2条

第
２
項
、

第
10
5
条
、
第
13

9
条
第
１
項
又
は
第

15
1
条
第
３
項
に
規
定
す
る
納
期
限
後
に
そ
の
税
金

を
納
付
し
、
又
は
納
入
金
を
納
入
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
額
又
は
納
入
金
額
に
そ
の
納

期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
以
下
第

１
号
、
第
２
号
及
び
第
５
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付
又
は
納
入
の
日
ま
で

の
期
間
の
日
数
に
応
じ
、
年

14
.6
パ
ー
セ
ン
ト
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
額
の
区
分
に
応

じ
、
第
１
号
か
ら
第
４
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
第
５
号
及
び
第
６
号
に
定
め
る
日

ま
で
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
年

7.
3
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に

相
当
す
る
延
滞
金
額
を
加
算
し
て
納
付
書
に
よ
つ
て
納
付
し
、
又
は
納
入
書
に
よ
つ
て
納

入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
19
条
 
納
税
者
又
は
特
別
徴
収
義
務
者
は
、
第
4
0条

、
第
4
6条

、
第
4
6条

の
２
若
し
く
は

第
46
条
の
５
（
第
5
3条

の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
、
第
4
7条

の
４
第
１
項
（
第

47
条
の
５
第
３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
第

4
8条

第
１
項
（
法
第

3
2
1
条
の
８
第

3
4

項
及
び
第
35
項
の
申
告
書
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第

53
条
の
７
、
第
6
7条

、
第

8
3条

第
２
項
、
第

98
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第

1
0
2条

第
２
項
、
第

1
0
5条

、
第

13
9
条

第
１
項
又
は
第

15
1
条
第
３
項
に
規
定
す
る
納
期
限
後
に
そ
の
税
金
を
納
付
し
、
又
は
納

入
金
を
納
入
す
る
場
合
に
は
、
当
該
税
額
又
は
納
入
金
額
に
そ
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延

長
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
と
す
る
。
以
下
第
１
号
、
第
２
号
及
び

第
５
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
翌
日
か
ら
納
付
又
は
納
入
の
日
ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応

じ
、
年

14
.6
パ
ー
セ
ン
ト
（
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
額
の
区
分
に
応
じ
、
第
１
号
か
ら
第

４
号
ま
で
に
掲
げ
る
期
間
並
び
に
第
５
号
及
び
第
６
号
に
定
め
る
日
ま
で
の
期
間
に
つ

い
て
は
、
年

7.
3
パ
ー
セ
ン
ト
）
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
延
滞
金

額
を
加
算
し
て
納
付
書
に
よ
つ
て
納
付
し
、
又
は
納
入
書
に
よ
つ
て
納
入
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

第
81
条
の
６
第
１
項
の
申
告
書
、
第
98
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
又

は
第

13
9条

第
１
項
の
申
告
書
に
係
る
税
額
（
第
４
号
に
掲
げ
る
税
額
を
除
く
。
）
 
当

該
税
額
に
係
る
納
期
限
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
 

(
２

)
 
第

98
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
又
は
第

1
3
9
条
第
１
項
の
申
告
書
に

係
る
税
額
（
第
４
号
に
掲
げ
る
税
額
を
除
く
。
）
 
当
該
税
額
に
係
る
納
期
限
の
翌
日

か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
 

(３
) 

第
81
条
の
６
第
１
項
の
申
告
書
、
第
98
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
又

(
３

)
 
第

98
条
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
の
申
告
書
又
は
第

1
3
9
条
第
１
項
の
申
告
書
で

1



は
第

13
9
条
第
１
項
の
申
告
書
で
そ
の
提
出
期
限
後
に
提
出
し
た
も
の
に
係
る
税
額

 

当
該
提
出
し
た
日
ま
で
の
期
間
又
は
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で

の
期
間
 

そ
の
提
出
期
限
後
に
提
出
し
た
も
の
に
係
る
税
額

 
当
該
提
出
し
た
日
ま
で
の
期
間

又
は
そ
の
日
の
翌
日
か
ら
１
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
期
間
 

(４
) 

  
(４

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(６
) 

  
(６

) 
  

第
20
条
 
 

第
20
条
 
 

 
～

 
 
略
 

 
～
 
 
略
 

第
32
条
 
 

第
32
条
 
 

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）
 

（
所
得
割
の
課
税
標
準
）
 

第
33
条
 
所
得
割
の
課
税
標
準
は
、
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職

所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
と
す
る
。
 

第
33
条
 
所
得
割
の
課
税
標
準
は
、
前
年
の
所
得
に
つ
い
て
算
定
し
た
総
所
得
金
額
、
退
職

所
得
金
額
及
び
山
林
所
得
金
額
と
す
る
。
 

２
 
略
 

２
 
略
 

３
 
法
第

23
条
第
１
項
第
15
号
に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
並
び
に

第
34
条
の
９
に
お
い
て
「
特
定
配
当
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
係
る

総
所
得
金
額
は
、
当
該
特
定
配
当
等
に
係
る
所
得
の
金
額
を
除
外
し
て
算
定
す
る
。
 

３
 
法
第
23
条
第
１
項
第
1
5号

に
規
定
す
る
特
定
配
当
等
（
次
項
及
び
第
3
4条

の
９
に
お
い

て
「
特
定
配
当
等
」
と
い
う
。
）
（
同
号
ロ
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
係
る
総
所
得
金
額
は
、
当
該
特
定
配
当
等
に

係
る
所
得
の
金
額
を
除
外
し
て
算
定
す
る
。
 

４
 
 

４
 
 

～
 
略
 

～
 
略
 

６
 
 

６
 
 

第
34
条
 
 

第
34
条
 
 

 
～

 
 
略
 

 
～
 
 
略
 

第
79
条
 
 

第
79
条
 
 

（
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
）
 

第
80
条
 
軽
自
動
車
税
は
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
、
当
該
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車

の
取
得
者
に
環
境
性
能
割
に
よ
つ
て
、
軽
自
動
車
等
に
対
し
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有

者
に
種
別
割
に
よ
つ
て
課
す
る
。
 

第
80
条
 
軽
自
動
車
税
は
、
軽
自
動
車
等
に
対
し
、
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
に
は
、
法
第

44
3
条
第
２
項
に
規

定
す
る
者
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。
 

 

３
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
が
法
第

44
5条

第
１
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
を
課
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
使
用
者
に
課

す
る
。
た
だ
し
、
公
用
又
は
公
共
の
用
に
供
す
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
課

さ
な
い
。
 

２
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
が
法
第

4
4
5
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
軽
自
動
車
税
を
課
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
者
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
軽
自
動
車

等
の
使
用
者
に
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
た
だ
し
、
公
用
又
は
公
共
の
用
に
供
す
る
軽
自

動
車
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
）
 

2



第
81
条

 
軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有
権
を
留

保
し
て
い
る
場
合
に
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
買
主
を
前
条
第
１
項

に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
三
輪
以
上
の

軽
自
動
車
の
取
得
者
」
と
い
う
。
）
又
は
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動

車
税
を
課
す
る
。
 

第
81
条

 
軽
自
動
車
等
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売
主
が
当
該
軽
自
動
車
等
の
所
有
権
を
留

保
し
て
い
る
場
合
に
は
、
買
主
を
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を

課
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
買
主
の
変

更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
又
は

軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
、
買
主
の
変

更
が
あ
つ
た
と
き
は
、
新
た
に
買
主
と
な
る
者
を
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、

軽
自
動
車
税
を
課
す
る
。
 

３
 
法
第

44
4
条
第
３
項
に
規
定
す
る
販
売
業
者
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
販
売
業
者

等
」
と
い
う
。
）
が
、
そ
の
製
造
に
よ
り
取
得
し
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
又
は
そ
の
販

売
の
た
め
そ
の
他
運
行
（
道
路
運
送
車
両
法
第
２
条
第
５
項
に
規
定
す
る
運
行
を
い
う
。

次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
目
的
に
供
す
る
た
め
取
得
し
た
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車

に
つ
い
て
、
当
該
販
売
業
者
等
が
、
法
第

44
4
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定

を
受
け
た
場
合
（
当
該
車
両
番
号
の
指
定
前
に
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契

約
の
締
結
が
行
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
販
売
業
者
等
を
三
輪
以
上
の
軽
自

動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。
 

 

４
 
法
の
施
行
地
外
で
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
を
取
得
し
た
者
が
、
当
該
三
輪
以
上
の
軽
自

動
車
を
法
の
施
行
地
内
に
持
ち
込
ん
で
運
行
の
用
に
供
し
た
場
合
に
は
、
当
該
三
輪
以
上

の
軽
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る
者
を
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し

て
、
環
境
性
能
割
を
課
す
る
。

 

 

第
81
条
の
２
 
略
 

第
81
条
の
２
 
略
 

（
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
）

 
 

第
81
条
の
３
 
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
は
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
の
た
め
に
通

常
要
す
る
価
額
と
し
て
施
行
規
則
第

15
条
の

10
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
金

額
と
す
る
。
 

 

（
環
境
性
能
割
の
税
率
）
 

 

第
81
条
の
４

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能

割
の
税
率
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
率
と
す
る
。
 

 

(
１

)
 
法
第
45
1
条
第
１
項
（
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
10
0分

の
１
 

 

(
２

)
 
法
第
45
1
条
第
２
項
（
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
10
0分

の
２
 

 

(３
) 

法
第
45
1条

第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
 
10
0分

の
３
 

 

（
環
境
性
能
割
の
徴
収
の
方
法
）
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第
81
条
の
５
 
環
境
性
能
割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
申
告
納
付
の
方
法
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

 

（
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
）

 
 

第
81
条
の
６

 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
は
、
法
第

45
4条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
三
輪

以
上
の
軽
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
施
行
規
則

第
33
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
申
告
に
係
る
環

境
性
能
割
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

２
 
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
（
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
を
除
く
。
）
は
、
法

第
45
4条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、

施
行
規
則
第
33
号
の
４
様
式
に
よ
る
報
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

 

（
環
境
性
能
割
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）
 

 

第
81
条
の
７
 
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
が
前
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
、
又
は
報
告
す

べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報
告
を
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、

そ
の
者
に
対
し
、
10
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。
 

 

２
 
前
項
の
過
料
の
額
は
、
情
状
に
よ
り
、
市
長
が
定
め
る
。
 

 

３
 
第
１
項
の
過
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
発
す
る
納
入
通
知
書
に
指
定
す
べ
き
納

期
限
は
、
そ
の
発
付
の
日
か
ら

10
日
以
内
と
す
る
。
 

 

（
環
境
性
能
割
の
減
免
）
 

 

第
81
条
の
８
 
市
長
は
、
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
又
は
第
90
条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
（
三
輪
以
上
の
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
必
要
と
認

め
る
も
の
に
対
し
て
は
、
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
。
 

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
性
能
割
の
減
免
を
受
け
る
た
め
の
手
続
そ
の
他
必
要
な
事

項
に
つ
い
て
は
、
規
則
で
定
め
る
。
 

 

（
種
別
割
の
課
税
免
除
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
課
税
免
除
）
 

第
81
条
の
９
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
は
、
種
別
割
を
課
さ
な
い
。

 
第

81
条
の
３

 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税
を
課
さ
な

い
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

略
 

(２
) 

略
 

（
種
別
割
の
税
率
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
）
 

第
82
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割
の
税
率
は
、
１
台
に

つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

第
82
条
 
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
に
対
し
て
課
す
る
軽
自
動
車
税
の
税
率
は
、
１

台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(１
) 

  
(１

) 
  

～
 
 
略
 

～
  

略
 

(３
) 

  
(３

) 
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（
種
別
割
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
及
び
納
期
）
 

第
83
条
 
種
別
割
の
賦
課
期
日
は
、
４
月
１
日
と
す
る
。
 

第
83
条
 
軽
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
は
、
４
月
１
日
と
す
る
。
 

２
 
種
別
割
の
納
期
は
、
５
月
15
日
か
ら
同
月
31
日
ま
で
と
す
る
。
 

２
 
軽
自
動
車
税
の
納
期
は
、
５
月
1
5
日
か
ら
同
月
3
1
日
ま
で
と
す
る
。
 

第
84
条
 
略
 

第
84
条
 
略
 

（
種
別
割
の
徴
収
の
方
法
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
）
 

第
85
条
 
種
別
割
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
。
 

第
85
条
 
軽
自
動
車
税
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
。
 

第
86
条
 
略
 

第
86
条
 
略
 

（
種
別
割
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告
）
 

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
申
告
又
は
報
告
）
 

第
87
条
 
種
別
割
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
又
は
使
用
者
（
以
下
こ
の

節
に
お
い
て
「
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等

と
な
つ
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使

用
者
に
あ
つ
て
は
施
行
規
則
第
33
号
の
４
の
２
様
式
に
よ
る
申
告
書
、
原
動
機
付
自
転
車

及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
つ
て
は
施
行
規
則
第

33
号
の
５
様

式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
そ
の
者
の
住
所
を
証
明
す
べ
き
書
類
を
市
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
87
条
 
軽
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
で
あ
る
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
又
は
使
用
者
（
以
下

こ
の
節
に
お
い
て
「
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有

者
等
と
な
つ
た
日
か
ら
1
5日

以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又

は
使
用
者
に
あ
つ
て
は
施
行
規
則
第
3
3号

の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
、
原
動
機
付
自
転
車

及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
あ
つ
て
は
施
行
規
則
第

3
3
号
の

5
様
式

に
よ
る
申
告
書
並
び
に
そ
の
者
の
住
所
を
証
明
す
べ
き
書
類
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
、
当
該
変
更
が
あ
つ
た
事
項
に
つ

い
て
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
施
行
規

則
第

33
号
の
４
の
２
様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自

動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
施
行
規
則
第

33
号
の
５
様
式
に
よ
る
申
告
書

を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出

す
べ
き
場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
前
項
の
申
告
書
を
提
出
し
た
者
は
、
当
該
申
告
事
項
に
つ
い
て
変
更
が
あ
つ
た
場
合
に

お
い
て
は
、
そ
の
事
由
が
生
じ
た
日
か
ら
1
5日

以
内
に
、
当
該
変
更
が
あ
つ
た
事
項
に
つ

い
て
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
施
行
規

則
第

33
号
の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
並
び
に
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車

の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
施
行
規
則
第
3
3
号
の

5様
式
に
よ
る
申
告
書
を
市
長

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
次
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
す
べ
き

場
合
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

３
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
つ
た
者
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な

つ
た
日
か
ら
30
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者

に
つ
い
て
は
施
行
規
則
第
33
号
の
４
の
２
様
式
に
よ
る
申
告
書
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び

小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
施
行
規
則
第

34
号
様
式
に
よ
る

申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な
つ
た
者
は
、
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
で
な
く
な

つ
た
日
か
ら
30
日
以
内
に
、
軽
自
動
車
及
び
二
輪
の
小
型
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者

に
つ
い
て
は
施
行
規
則
第
3
3号

の
４
様
式
に
よ
る
申
告
書
、
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型

特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
は
施
行
規
則
第

34
号
様
式
に
よ
る
申
告

書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
略
 

４
 
略
 

（
種
別
割
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）
 

（
軽
自
動
車
税
に
係
る
不
申
告
等
に
関
す
る
過
料
）
 

第
88
条

 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
又
は
第

81
条
第
１
項
に
規
定
す
る
軽
自
動
車
等
の
売

主
が
前
条
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
し
、
又
は
報
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が

な
く
て
申
告
又
は
報
告
を
し
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
対
し

10
万
円
以
下

の
過
料
を
科
す
る
。
 

第
88
条

 
軽
自
動
車
等
の
所
有
者
等
又
は
第

81
条
第
１
項
に
規
定
す
る
軽
自
動
車
等
の
売

主
が
前
条
の
規
定
に
よ
つ
て
申
告
し
、
又
は
報
告
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
正
当
な
理
由
が

な
く
て
申
告
又
は
報
告
を
し
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
そ
の
者
に
対
し
10
万
円
以
下

の
過
料
を
科
す
る
。
 

２
 
略
 

２
 
略
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３
 
略
 

３
 
略
 

（
種
別
割
の
減
免
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
減
免
）
 

第
89
条
 
市
長
は
、
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の

に
対
し
て
は
、
種
別
割
を
減
免
す
る
。
 

第
89
条
 
市
長
は
、
公
益
の
た
め
直
接
専
用
す
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の

に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税
を
減
免
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま
で
に
、

当
該
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ
る

事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し
て

こ
れ
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま
で

に
、
当
該
軽
自
動
車
等
に
つ
い
て
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
税
額
及
び
次
の
各
号
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
必
要
と
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
付
し

て
こ
れ
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(８
) 

  
(８

) 
  

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
つ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
理
由
が
消
滅
し
た
場

合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
市
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
に
よ
つ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
理
由
が
消
滅
し

た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
市
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

（
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
種
別
割
の
減
免
）
 

（
身
体
障
害
者
等
に
対
す
る
軽
自
動
車
税
の
減
免
）
 

第
90
条
 
市
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
に
対
し

て
は
、
種
別
割
を
減
免
す
る
。
 

第
90
条
 
市
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
軽
自
動
車
等
の
う
ち
必
要
と
認
め
る
も
の
に
対
し

て
は
、
軽
自
動
車
税
を
減
免
す
る
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

略
 

(２
) 

略
 

２
 
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
つ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限
ま

で
に
、
市
長
に
対
し
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

24
年
法
律
第

28
3
号
）
第

15
条
の

規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和

38
年
法
律

第
16
8
号
）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
身
体
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
と
す
る
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と
い
う
。
）
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。
）

又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

25
年
法
律
第

12
3号

）
第

45
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路
交
通
法
（
昭
和

35
年
法
律
第
10
5

号
）
第

92
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
と
生
計

を
一
に
す
る
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
（
身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の

者
に
限
る
。
）
を
常
時
介
護
す
る
者
の
運
転
免
許
証
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
転
免

許
証
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
特
定
免
許
情
報
（
同
法
第

95
条
の
２
第
２
項
に

規
定
す
る
特
定
免
許
情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報

記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
同
法
第

95
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
個
人
番

２
 
前
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
つ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期

限
ま
で
に
、
市
長
に
対
し
て
、
身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和

2
4
年
法
律
第

2
8
3
号
）
第

1
5

条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
手
帳
（
戦
傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
38
年

法
律
第

16
8号

）
第
４
条
の
規
定
に
よ
り
戦
傷
病
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
者
で
身

体
障
害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
、
戦
傷
病
者
手
帳
と
す
る
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
身
体
障
害
者
手
帳
」
と
い
う
。
）
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
療
育
手
帳
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
療
育
手
帳
」
と
い
う
。
）

又
は
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

2
5
年
法
律
第

1
2
3号

）
第

45
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
」
と
い
う
。
）
及
び
道
路
交
通
法
（
昭
和
3
5年

法
律
第

10
5

号
）
第

92
条
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
身
体
障
害
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
と
生
計

を
一
に
す
る
者
若
し
く
は
身
体
障
害
者
等
（
身
体
障
害
者
等
の
み
で
構
成
さ
れ
る
世
帯
の

者
に
限
る
。
）
を
常
時
介
護
す
る
者
の
運
転
免
許
証
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
運
転
免

許
証
」
と
い
う
。
）
又
は
こ
れ
ら
の
者
の
特
定
免
許
情
報
（
同
法
第
95
条
の
２
第
２
項
に

規
定
す
る
特
定
免
許
情
報
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
記
録
さ
れ
た
免
許
情
報

記
録
個
人
番
号
カ
ー
ド
（
同
法
第
9
5条

の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
免
許
情
報
記
録
個
人
番

6



号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

号
カ
ー
ド
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(６
) 

  
(６

) 
  

３
 
略
 

３
 
略
 

４
 
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
つ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納
期
限

ま
で
に
市
長
に
対
し
て
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示
（
市
長
が
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提

示
に
代
わ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
の
提
出
）
を
す
る
と

と
も
に
前
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

４
 
第
１
項
第
２
号
の
規
定
に
よ
つ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
納

期
限
ま
で
に
市
長
に
対
し
て
、
当
該
軽
自
動
車
等
の
提
示
（
市
長
が
、
当
該
軽
自
動
車
等

の
提
示
に
代
わ
る
と
認
め
る
書
類
の
提
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
の
提
出
）
を
す

る
と
と
も
に
前
条
第
２
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
前
条
第
３
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
つ
て
種
別
割
の
減
免
を
受
け
て
い
る
者

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

５
 
前
条
第
３
項
の
規
定
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
つ
て
軽
自
動
車
税
の
減
免
を
受
け
て
い

る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
 

（
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
の
交
付
等
）
 

（
原
動
機
付
自
転
車
及
び
小
型
特
殊
自
動
車
の
標
識
の
交
付
等
）
 

第
91
条

 
新
た
に
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
に
係
る
軽
自
動
車
等
の
所
有

者
等
と
な
つ
た
者
は
、
市
長
に
対
し
第
87
条
第
１
項
の
申
告
書
を
提
出
す
る
際
、
標
識
交

付
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
提
示
（
市

長
が
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
提
示
に
代
わ
る
と
認
め
る
書
類

の
提
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
の
提
出
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
て
、
そ

の
車
体
に
取
り
付
け
る
べ
き
標
識
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長

が
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

第
91
条

 
新
た
に
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
に
係
る
軽
自
動
車
等
の
所
有

者
等
と
な
つ
た
者
は
、
市
長
に
対
し
第

8
7条

第
１
項
の
申
告
書
を
提
出
す
る
際
、
標
識
交

付
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
提
示
（
市

長
が
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
提
示
に
代
わ
る
と
認
め
る
書
類

の
提
出
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
書
類
の
提
出
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
て
、
そ

の
車
体
に
取
り
付
け
る
べ
き
標
識
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
市
長

が
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 
法
第

44
5
条
、
第

81
条
の
２
若
し
く
は
第

81
条
の
９
第
２
号
又
は
第

80
条
第
３
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
つ
て
種
別
割
を
課
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小

型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
は
、
そ
の
主
た
る
定
置
場
が
、
市
内
に
所
在
す
る

こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
15
日
以
内
に
、
市
長
に
対
し
、

標
識
交
付
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の

提
示
を
し
て
、
そ
の
車
体
に
取
り
付
け
る
べ
き
標
識
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
種
別
割
を
課
さ
れ
る
べ
き
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
が
法
第
44
5条

、

第
81
条
の
２
若
し
く
は
第

81
条
の
９
第
２
号
又
は
第

80
条
第
３
項
た
だ
し
書
の
規
定
に

よ
つ
て
種
別
割
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
に
お
け
る
当
該
原
動
機
付
自
転
車

又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
同
様
と
す
る
。
 

２
 
法
第

44
5
条
、
第

8
1
条
の
２
若
し
く
は
第

8
1
条
の
９
第
２
号
又
は
第

8
0
条
第
２
項
た
だ

し
書
の
規
定
に
よ
つ
て
軽
自
動
車
税
を
課
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
原
動
機
付
自
転
車
又

は
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
は
、
そ
の
主
た
る
定
置
場
が
、
市
内
に
所
在

す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
1
5日

以
内
に
、
市
長
に
対

し
、
標
識
交
付
申
請
書
を
提
出
し
、
か
つ
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動

車
の
提
示
を
し
て
、
そ
の
車
体
に
取
り
付
け
る
べ
き
標
識
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
軽
自
動
車
税
を
課
さ
れ
る
べ
き
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
が
法
第

44
5
条
、
第

81
条
の
２
若
し
く
は
第

8
1
条
の
９
第
２
号
又
は
第

8
0
条
第
２
項
た
だ
し
書
の

規
定
に
よ
つ
て
軽
自
動
車
税
を
課
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
に
お
け
る
当
該
原
動

機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
所
有
者
又
は
使
用
者
に
つ
い
て
も
、
ま
た
、
同
様

と
す
る
。
 

３
 
 

３
 
 

～
 
略
 

～
 
略
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６
 
 

６
 
 

７
 
第
２
項
の
標
識
及
び
第
３
項
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
原
動
機
付
自
転

車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
が
市
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と

き
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
を
所
有
し
若
し
く
は
使
用
し
な
い
こ

と
と
な
つ
た
と
き
ま
た
は
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
に
対
し
て
種

別
割
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
発
生
し
た
日
か
ら

15
日
以
内

に
、
市
長
に
対
し
、
そ
の
標
識
及
び
証
明
書
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

７
 
第
２
項
の
標
識
及
び
第
３
項
の
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
当
該
原
動
機
付
自
転

車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
の
主
た
る
定
置
場
が
市
内
に
所
在
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と

き
、
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
を
所
有
し
若
し
く
は
使
用
し
な
い
こ

と
と
な
つ
た
と
き
ま
た
は
当
該
原
動
機
付
自
転
車
又
は
小
型
特
殊
自
動
車
に
対
し
て
軽

自
動
車
税
が
課
さ
れ
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
そ
の
理
由
が
発
生
し
た
日
か
ら
1
5日

以

内
に
、
市
長
に
対
し
、
そ
の
標
識
及
び
証
明
書
を
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

８
 
略
 

８
 
略
 

９
 
略
 

９
 
略
 

第
92
条
 
 

第
92
条
 
 

 
～

 
 
略
 

 
～
 
 
略
 

第
15

7条
 
 

第
15
7条

 
 

附
 
則
 

附
 
則
 

第
１
条
 
 

第
１
条
 
 

 
～

 
 
略
 

 
～
 
 
略
 

第
７
条
の
２
 
 

第
７
条
の
２
 
 

（
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）
 

 

第
７
条
の
３

 
平
成

20
年
度
か
ら
平
成

28
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第

41
条
又
は

第
41
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
41
条
第
１
項
に
規
定
す
る
居

住
年
（
次
条
に
お
い
て
「
居
住
年
」
と
い
う
。
）
が
平
成

11
年
か
ら
平
成
18
年
ま
で
の
各

年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
第
６
項
に
規
定
す
る
と

こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
（
第
３
項
に
お
い
て
「
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額

控
除
額
」
と
い
う
。
）
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
34
条
の
３
及
び
第
34
条
の
６
の
規
定

を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

34
条
の
８
及
び
第

34
条
の
９
第
１
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
８
中
「
前
２
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
２
条
並
び

に
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
」
と
、
同
項
中
「
前
３
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
３
条
並
び
に

附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
」
と
す
る
。
 

 

３
 
第
１
項
の
規
定
は
、
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す

る
年
の
３
月
15
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
旨
及
び
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
の
控
除
に
関

す
る
事
項
を
記
載
し
た
市
民
税
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限

後
に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
も
の
を
含
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む
。
）
を
、
市
長
に
提
出
し
た
場
合
（
法
附
則
第
５
条
の
４
第
９
項
の
規
定
に
よ
り
税
務

署
長
を
経
由
し
て
提
出
し
た
場
合
を
含
む
。
）
に
限
り
、
適
用
す
る
。
 

 
 
（
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）
 

第
７
条
の
３
の
２

 
平
成

22
年
度
か
ら
令
和

20
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税

に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第
41
条

又
は
第
41
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
居
住
年
が
平
成
11
年
か
ら
平
成

18
年
ま
で
又
は
平
成
21
年
か
ら
令
和
７
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い

て
、
前
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
と
き
は
、
法
附
則
第
５
条
の
４
の
２
第
５

項
（
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す

る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第

34
条
の
３
及
び
第
34
条
の

６
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

第
７
条
の
３

 
平
成

22
年
度
か
ら
令
和

20
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第

4
1条

又
は

第
41
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
4
1条

第
１
項
に
規
定
す
る
居

住
年
が
平
成
21
年
か
ら
令
和
７
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
法
附
則

第
５
条
の
４
第
５
項
（
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
3
4条

の

３
及
び
第
34
条
の
６
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

34
条
の
８
及
び
第

34
条
の
９
第
１
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
８
中
「
前
２
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
２
条
並
び

に
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
」
と
、
第
34
条
の
９
第
１
項
中
「
前
３
条
」
と
あ
る
の

は
「
前
３
条
並
び
に
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
」
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第

34
条
の
８
及
び
第

34
条
の
９
第
１
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
34
条
の
８
中
「
前
２
条
」
と
あ
る
の
は
「
前
２
条
並
び

に
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
」
と
、
第

3
4条

の
９
第
１
項
中
「
前
３
条
」
と
あ
る
の
は
「
前

３
条
並
び
に
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
」
と
す
る
。
 

第
７
条
の
４
 
 

第
７
条
の
４
 
 

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

第
７
条
の
８
 
 

第
７
条
の
８
 
 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
肉
用
牛
の
売
却
に
よ
る
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
８
条
 
昭
和
59
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法

附
則
第
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第

36
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に

提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第

36
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告

書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
25

条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら

の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長
が

認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。
 

第
８
条
 
昭
和
59
年
度
か
ら
令
和
1
2年

度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法

附
則
第
６
条
第
４
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
3
6条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

申
告
書
（
そ
の
提
出
期
限
後
に
お
い
て
市
民
税
の
納
税
通
知
書
が
送
達
さ
れ
る
時
ま
で
に

提
出
さ
れ
た
も
の
及
び
そ
の
時
ま
で
に
提
出
さ
れ
た
第

36
条
の
３
第
１
項
の
確
定
申
告

書
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
肉
用
牛
の
売
却
に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第
25

条
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関
す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
（
こ
れ
ら

の
申
告
書
に
そ
の
記
載
が
な
い
こ
と
に
つ
い
て
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
市
長
が

認
め
る
と
き
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
当
該
事
業
所
得
に
係
る
市
民
税
の

所
得
割
の
額
を
免
除
す
る
。
 

２
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
６
条
第
５
項
に
規

定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第

36
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
肉
用
牛
の
売
却

に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第

25
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関

す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
市
民
税
の
所

得
割
の
額
は
、
第
33
条
か
ら
第
34
条
の
３
ま
で
、
第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、

附
則
第
７
条
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
及
び

２
 
前
項
に
規
定
す
る
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
６
条
第
５
項
に
規

定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
第
36
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
肉
用
牛
の
売
却

に
係
る
租
税
特
別
措
置
法
第

2
5
条
第
２
項
第
２
号
に
規
定
す
る
事
業
所
得
の
明
細
に
関

す
る
事
項
の
記
載
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
者
の
前
年
の
総
所
得
金
額
に
係
る
市
民
税
の
所

得
割
の
額
は
、
第
3
3条

か
ら
第
3
4条

の
３
ま
で
、
第
3
4条

の
６
か
ら
第
3
4条

の
８
ま
で
、

附
則
第
７
条
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
４
の
規
定
に
か
か
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附
則
第
７
条
の
４
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
６
条
第
５
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額

の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

わ
ら
ず
、
法
附
則
第
６
条
第
５
項
各
号
に
掲
げ
る
金
額
の
合
計
額
と
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
 

３
 
略
 

３
 
略
 

第
９
条
 
 

第
９
条
 
 

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

第
10
条
 
 

第
10
条
 
 

（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
10
条
の
２
 
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分

の
１
と
す
る
。
 

第
10
条
の
２
 
法
附
則
第
1
5条

第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分

の
１
と
す
る
。
 

２
 
略
 

２
 
略
 

３
 
法
附
則
第
15
条
第
21
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

 
３
 
法
附
則
第
15
条
第
20
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

 

４
 
法
附
則
第
15
条
第
22
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す

る
。
 

４
 
法
附
則
第
15
条
第
21
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す

る
。
 

５
 
法
附
則
第
15
条
第
22
項
第
２
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。
 

５
 
法
附
則
第
15
条
第
21
項
第
２
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。
 

６
 
法
附
則
第
15
条
第
22
項
第
３
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。
 

６
 
法
附
則
第
15
条
第
21
項
第
３
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。
 

７
 
法
附
則
第
15
条
第
23
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す

る
。
 

７
 
法
附
則
第
15
条
第
22
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す

る
。
 

８
 
法
附
則
第
15
条
第
23
項
第
２
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。
 

８
 
法
附
則
第
15
条
第
22
項
第
２
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す

る
。
 

９
 
 

９
 
 

～
 
略
 

～
 
略
 

16
 
 

16
 
 

17
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
４
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

 

18
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
４
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

 

19
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
４
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

 

20
 
法
附
則
第
15
条
第
28
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

 
17
 
法
附
則
第
15
条
第
27
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

 

21
 
法
附
則
第
15
条
第
32
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

 
18
 
法
附
則
第
15
条
第
31
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

 

22
 
法
附
則
第
15
条
第
36
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

 
19
 
法
附
則
第
15
条
第
35
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。

 

23
 
法
附
則
第
15
条
第
37
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

 
20
 
法
附
則
第
15
条
第
36
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。

 

10



24
 
法
附
則
第
15
条
第
40
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
１
と
す
る
。

 
21
 
法
附
則
第
15
条
第
3
9項

に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
１
と
す
る
。

 

25
 
法
附
則
第
15
条
第
41
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。

 
22
 
法
附
則
第
15
条
第
40
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。

 

26
 
法
附
則
第

15
条
の
８
第
２
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す

る
。
 

23
 
法
附
則
第

15
条
の
８
第
２
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す

る
。
 

27
 
法
附
則
第

15
条
の
９
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３

分
の
１
と
す
る
。
 

24
 
法
附
則
第

15
条
の
９
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３

分
の
１
と
す
る
。
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
す
べ
き
申
告
）
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
す
べ
き
申
告
）
 

第
10
条
の
３
 
法
附
則
第
15
条
の
６
第
１
項
又
は
第
２
項
の
住
宅
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月

31
日
ま
で

に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
10
条
の
３
 
法
附
則
第
1
5条

の
６
第
１
項
又
は
第
２
項
の
住
宅
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月

3
1日

ま
で

に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(３
) 

  
(３

) 
  

２
 
 

２
 
 

～
 
略
 

～
 
略
 

６
 
 

６
 
 

７
 
法
附
則
第

15
条
の
８
第
４
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
31
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
に
令
附
則
第

12
条
第

16
項
に
規
定
す
る
従
前
の
家
屋
に
つ
い
て
移
転
補

償
金
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 ７

 
法
附
則
第
15
条
の
８
第
４
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
3
1日

ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
に
令
附
則
第

1
2
条
第

17
項
に
規
定
す
る
従
前
の
家
屋
に
つ
い
て
移
転
補

償
金
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(３
) 

  
(３

) 
  

８
 
法
附
則
第

15
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日

か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当
該
耐
震
改
修
に
要
し
た

費
用
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第

12
条
第

19
項
に
規
定

す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

８
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日

か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当
該
耐
震
改
修
に
要
し
た

費
用
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第

12
条
第

2
0
項
に
規
定

す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(６
) 

  
(６

) 
  

９
 
法
附
則
第

15
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
５
項
の
高
齢

９
 
法
附
則
第

15
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
５
項
の
高
齢

11



者
等
居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

者
等
居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(３
) 

  
(３

) 
  

(４
) 

令
附
則
第
12
条
第
23
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
当
該
者

が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(４
) 

令
附
則
第
1
2条

第
2
4項

に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
当
該
者

が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(５
) 

略
 

(５
) 

略
 

(
６

)
 
居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第

12
条
第

24
項
に
規
定
す

る
補
助
金
等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
 

(
６

)
 
居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第

12
条
第

25
項
に
規
定
す

る
補
助
金
等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
 

(７
) 

略
 

(７
) 

略
 

10
 
法
附
則
第

15
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第

10
項
の
熱
損

失
防
止
改
修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

10
項
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

10
 
法
附
則
第

15
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第

10
項
の
熱
損

失
防
止
改
修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
1
0項

各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(４
) 

  
(４

) 
  

(
５

)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第

12
条
第

31
項
に
規
定

す
る
補
助
金
等
 

(
５

)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第

12
条
第

32
項
に
規
定

す
る
補
助
金
等
 

(６
) 

略
 

(６
) 

略
 

11
 
略
 

11
 
略
 

12
 
法
附
則
第

15
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は

同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第

15
条
の
９
第
９
項
に
規
定
す
る
熱

損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

12
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

12
 
法
附
則
第

15
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は

同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第
1
5条

の
９
第
９
項
に
規
定
す
る
熱

損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

12
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(４
) 

  
(４

) 
  

12



(
５

)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第

12
条
第

31
項
に
規
定

す
る
補
助
金
等
 

(
５

)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第

12
条
第

32
項
に
規
定

す
る
補
助
金
等
 

(６
) 

略
 

(６
) 

略
 

13
 
略
 

13
 
略
 

14
 
略
 

14
 
略
 

15
 
法
附
則
第

15
条
の
10
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日

か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

18
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第

12
3
号
）
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第

12
条
第

19
項
に
規

定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

15
 
法
附
則
第
15
条
の
1
0第

１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日

か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

18
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第

12
3
号
）
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第

12
条
第

2
0
項
に
規

定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(６
) 

  
(６

) 
  

16
 
法
附
則
第

15
条
の
11
第
１
項
の
改
修
実
演
芸
術
公
演
施
設
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の

適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修
工
事
が
完
了
し

た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
高
齢
者
、
障
害
者
等

の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成

18
年
国
土
交
通
省
令
第

11
0
号
）
第
10
条
第
２
項
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写
し
及
び
主
と
し
て
劇
場
、
音
楽
堂
等

の
活
性
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
24
年
法
律
第
49
号
）
第
２
条
第
２
項
に
規
定
す
る
実
演

芸
術
の
公
演
の
用
に
供
す
る
施
設
で
あ
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

16
 
法
附
則
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
の
改
修
特
別
特
定
建
築
物
 
に
つ
い
て
、
同
項
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
同
項
に
規
定
す
る
利
便
性
等
向
上
改
修
工
事
が
完

了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則

第
７
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
及
び
高
齢

者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
8年

法
律
第
9
1号

）

第
14
条
第
１
項
に
規
定
す
る
建
築
物
移
動
等
円
滑
化
基
準
（
同
条
第
３
項
の
条
例
で
付
加

し
た
事
項
を
含
む
。
）
又
は
同
法
第
1
7条

第
３
項
第
１
号
に
規
定
す
る
同
法
第
２
条
第
20

号
に
規
定
す
る
建
築
物
特
定
施
設
の
構
造
及
び
配
置
に
関
す
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
を

証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

略
 

(２
) 

略
 

(３
) 

家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成

18
年
政
令
第

37
9号

）
第
５
条
第
３
号
に
規
定
す
る
劇
場
若
し
く
は
演
芸
場
又

は
同
条
第
４
号
に
規
定
す
る
集
会
場
若
し
く
は
公
会
堂
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の

別
 

(３
) 

家
屋
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
平
成

18
年
政
令
第

3
7
9号

）
第
５
条
各
号
に
掲
げ
る
特
別
特
定
建
築
物
（
高
齢
者
、

障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第

1
4
条
第
３
項
の
条
例
で
定

め
る
同
法
第
２
条
第
1
8号

に
規
定
す
る
特
定
建
築
物
を
含
む
。
）
の
い
ず
れ
に
該
当
す

る
か
の
別
 

(４
) 

  
(４

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
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(６
) 

  
(６

) 
  

第
11
条
 
 

第
11
条
 
 

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

第
15
条
 
 

第
15
条
 
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

 

第
15
条
の
２
 
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
は
、
当
分
の
間
、
第
１
章
第
２
節

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
が
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
例
に
よ
り
、

行
う
も
の
と
す
る
。
 

 

２
 
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
行
う
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦

課
徴
収
に
関
し
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
法
第

44
6
条
第
１
項
（
同
条
第
２
項
又
は
第

３
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
法
第

45
1条

第
１
項
若
し
く
は
第
２
項

（
こ
れ
ら
の
規
定
を
同
条
第
４
項
又
は
第
５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、

国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
29
条
の
９
第
３
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の

認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
  

３
 
県
知
事
は
、
当
分
の
間
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
賦
課
徴
収
を
行
う
軽
自
動
車
税
の
環

境
性
能
割
に
つ
き
、
そ
の
納
付
す
べ
き
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と
を
附
則
第
15
条

の
４
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
81
条
の
６
第
１
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長

が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
後
に
お
い
て
知
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の

他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に

提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等

を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取

り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継

人
を
当
該
不
足
額
に
係
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
法
附
則
第

29
条
の

11
の
規

定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
法
第

16
1条

第
１
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提

出
す
べ
き
当
該
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性

能
割
に
関
す
る
規
定
を
適
用
す
る
。
 

 

４
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能

割
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に

10
0
分
の

35
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額

を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
減
免
の
特
例
）
 

 

第
15
条
の
３
 
市
長
は
、
当
分
の
間
、
第
81
条
の
８
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
県
知
事
が
自

動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
自
動
車
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
市
長
が
定
め
る
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三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
し
て
は
、
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
を
減
免
す
る
。
 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
の
特
例
）
 

 

第
15
条
の
４
 
第
81
条
の
６
の
規
定
に
よ
る
申
告
納
付
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
条
中

「
市
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
県
知
事
」
と
す
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
取
扱
費
の
交
付
）
 

 

第
15
条
の
５
 
市
は
、
県
が
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
事
務
を
行

う
た
め
に
要
す
る
費
用
を
補
償
す
る
た
め
、
法
附
則
第

29
条
の
16
第
１
項
に
掲
げ
る
金
額

の
合
計
額
を
、
徴
収
取
扱
費
と
し
て
県
に
交
付
す
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
）
 

 

第
15
条
の
６

 
営
業
用
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第

81
条
の
４
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 

 
第
１
号
 

10
0分

の
１
 

10
0分

の
0.
5 

 
 

 
 

 
 

 
第
２
号
 

10
0分

の
２
 

10
0分

の
１
 

 
 

 
 

 
 

 
第
３
号
 

10
0分

の
３
 

10
0分

の
２
 

 
 

 
 

 
 

２
 
自
家
用
の
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
第
81
条
の
４
（
第
３
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
同
号
中
「

10
0
分
の
３
」
と
あ
る
の

は
、
「
10
0分

の
２
」
と
す
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
）
 

第
16
条

 
法
附
則
第

30
条
第
１
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
当
該
軽

自
動
車
が
最
初
の
法
第

44
4
条
第
３
項
に
規
定
す
る
車
両
番
号
の
指
定
（
次
項
か
ら
第
４

項
ま
で
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月
か
ら
起
算
し
て
14

年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第

82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定

中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

第
16
条

 
法
附
則
第

30
条
第
１
項
に
規
定
す
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対
す
る
当
該
軽

自
動
車
が
最
初
の
道
路
運
送
車
両
法
第

60
条
第
１
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
車
両
番
号
の

指
定
（
次
項
及
び
第
３
項
に
お
い
て
「
初
回
車
両
番
号
指
定
」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
月

か
ら
起
算
し
て

14
年
を
経
過
し
た
月
の
属
す
る
年
度
以
後
の
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に

係
る
第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条

の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す

る
。
 

 
第
２
号
ア

(イ
) 

3,
90
0円

 
4,
60
0円

 
 

 
第
２
号
ア
(イ

) 
3
,
9
0
0円

 
4
,
6
0
0円

 
 

 
第
２
号
ア

(ウ
)ａ

 
6,
90
0円

 
8,
20
0円

 
 

 
第
２
号
ア
(ウ

)ａ
 

6
,
9
0
0円

 
8
,
2
0
0円

 
 

 
10
,8
00
円
 

12
,9
00
円
 

 
 

1
0
,
8
0
0円

 
1
2
,
9
0
0円

 
 

 
第
２
号
ア

(ウ
)ｂ

 
3,
80
0円

 
4,
50
0円

 
 

 
第
２
号
ア
(ウ

)ｂ
 

3
,
8
0
0円

 
4
,
5
0
0円

 
 

 
5,
00
0円

 
6,
00
0円

 
 

 
5
,
0
0
0円

 
6
,
0
0
0円

 
 

２
 
法
附
則
第

30
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対

す
る
第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら

２
 
法
附
則
第

30
条
第
２
項
第
１
号
及
び
第
２
号
に
掲
げ
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
対

す
る
第
82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
軽
自
動
車
が
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
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令
和
８
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回

車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に

限
り
、
次
の
表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

令
和
10
年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回

車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
次
の

表
の
左
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

右
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
 

 
第
２
号
ア

(イ
) 

3,
90
0円

 
1,
00
0円

 
 

 
第
２
号
ア
(イ

) 
3
,
9
0
0円

 
1
,
0
0
0円

 
 

 
第
２
号
ア

(ウ
)ａ

 
6,
90
0円

 
1,
80
0円

 
 

 
第
２
号
ア
(ウ

)ａ
 

6
,
9
0
0円

 
1
,
8
0
0円

 
 

 
10
,8
00
円
 

2,
70
0円

 
 

 
1
0
,
8
0
0円

 
2
,
7
0
0円

 
 

 
第
２
号
ア

(ウ
)ｂ

 
3,
80
0円

 
1,
00
0円

 
 

 
第
２
号
ア
(ウ

)ｂ
 

3
,
8
0
0円

 
1
,
0
0
0円

 
 

 
5,
00
0円

 
1,
30
0円

 
 

 
5
,
0
0
0円

 
1
,
3
0
0円

 
 

３
 
法
附
則
第

30
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
法
第

44
6条

第
１
項
第

３
号
に
規
定
す
る
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン

軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
（
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第
82
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８

年
３
月
31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回
車
両
番

号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
同

条
第
２
号
ア
(イ

)中
「
3,
90
0円

」
と
あ
る
の
は
「
2,
00
0円

」
と
、
同
号
ア
(ウ

)ａ
中
「
6,
90
0

円
」
と
あ
る
の
は
「

3,
50
0円

」
と
す
る
。
 

３
 
法
附
則
第

30
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
同
項
に
規
定
す
る
ガ

ソ
リ
ン
軽
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
」
と
い
う
。
）
（
営

業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に
対
す
る
第

8
2条

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該

ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
７
年
４
月
１
日
か
ら
令
和
８
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初

回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和
８
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
に
限
り
、
同
条

第
２
号
ア
(イ

)中
「
3
,
90
0円

」
と
あ
る
の
は
「

2
,
00
0円

」
と
、
同
号
ア
(ウ

)ａ
中
「

6,
9
00

円
」
と
あ
る
の
は
「
3
,5
0
0円

」
と
す
る
。
 

４
 
法
附
則
第

30
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車

（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
き
、
営
業
用
の
乗
用
の
も
の
に
限
る
。
）
に

対
す
る
第

82
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
ガ
ソ
リ
ン
軽
自
動
車
が
令
和
４
年
４

月
１
日
か
ら
令
和
７
年
３
月

31
日
ま
で
の
間
に
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
場
合
に

は
、
当
該
初
回
車
両
番
号
指
定
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分
の
軽
自
動
車
税

の
種
別
割
に
限
り
、
同
条
第
２
号
ア
(イ

)中
「

3,
90
0円

」
と
あ
る
の
は
「
3,
00
0円

」
と
、

同
号
ア
(ウ

)ａ
中
「
6,
90
0円

」
と
あ
る
の
は
「
5,
20
0円

」
と
す
る
。
 

 

（
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

（
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
の
特
例
）
 

第
16
条
の
２
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
三
輪
以
上
の
軽
自

動
車
が
前
条
第
２
項
か
ら
第
４
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動

車
に
該
当
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則

第
30
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
基
づ
き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
16
条
の
２
 
市
長
は
、
軽
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
し
、
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
が
前

条
第
２
項
又
は
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
に
該
当
す
る

か
ど
う
か
の
判
断
を
す
る
と
き
は
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
（
法
附
則
第
3
0条

の
２
第

１
項
に
規
定
す
る
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
基
づ

き
当
該
判
断
を
す
る
も
の
と
す
る
。
 

２
 
市
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と
を

第
83
条
第
２
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期

限
）
後
に
お
い
て
知
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大

２
 
市
長
は
、
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と
を
第
8
3条

第

２
項
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
後
に

お
い
て
知
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定

16



臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当

該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段

を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通

大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き

は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
当
該
不
足

額
に
係
る
三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
に
関

す
る
規
定
（
第

87
条
及
び
第
88
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。
 

等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に

必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
）

に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当

該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申

請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
当
該
不
足
額
に
係
る

三
輪
以
上
の
軽
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
規
定
（
第
87
条

及
び
第
88
条
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適
用
す
る
。
 

３
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
種
別
割
の

額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ
れ
に

10
0分

の
35
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加

算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

３
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付
す
べ
き
軽
自
動
車
税
の
額
は
、
同
項

の
不
足
額
に
、
こ
れ
に

1
0
0
分
の

3
5
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額

と
す
る
。
 

第
16
条
の
２
の
２
 
略
 

第
16
条
の
２
の
２
 
略
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
16
条
の
３
 
当
分
の
間
、
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置

法
第
８
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
の
配
当
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
上
場
株
式
等
の
配
当
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
上
場
株
式
等
の
配

当
等
に
係
る
利
子
所
得
及
び
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、
第

33
条
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び

に
第

34
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
上
場
株

式
等
の
配
当
等
に
係
る
利
子
所
得
の
金
額
及
び
配
当
所
得
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第

16

条
の
２
の

11
第
３
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
上
場
株
式
等
に
係

る
課
税
配
当
所
得
等
の
金
額
（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
第
３
項
第
１

号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第

34
条
の
２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の

10
0分

の
３
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す

る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に

係
る
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
７
条
第
１
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
 

第
16
条
の
３
 
当
分
の
間
、
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置

法
第
８
条
の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
の
配
当
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
上
場
株
式
等
の
配
当
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
上
場
株
式
等
の
配

当
等
に
係
る
利
子
所
得
及
び
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
33
条
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び

に
第
34
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
上
場
株

式
等
の
配
当
等
に
係
る
利
子
所
得
の
金
額
及
び
配
当
所
得
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第

16

条
の
２
の
11
第
３
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
上
場
株
式
等
に
係

る
課
税
配
当
所
得
等
の
金
額
（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
（
第
３
項
第
１

号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第

3
4
条
の
２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の

1
0
0分

の
３
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す

る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に

係
る
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
、
附
則
第
７
条
第
１
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。
 

２
 
略
 

２
 
略
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第

34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１

項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
16
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１

項
前
段
、
第

34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
、
附
則
第
７
条

の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第

3
4条

の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１

項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4条

の
６
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
1
6条

の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4条

の
７
第
１
項
前
段
、
第
3
4条

の
８
、
第

3
4条

の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

1
6条

の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

17



得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

16
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
第

34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第

16
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
。
 

の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4条

の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
及
び
附
則
第

1
6
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の

合
計
額
」
と
す
る
。
 

(３
) 

  
(３

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(５
) 

  
(５

) 
  

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
16
条
の
４

 
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第

28
条

の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
当

該
事
業
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
33
条
及
び
第
34
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
（
法
附
則
第

33
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
多
い
金
額
に
相
当

す
る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

第
16
条
の
４

 
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第

28
条

の
４
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
分
の
間
、
当

該
事
業
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
第

3
3条

及
び
第
34
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
（
法
附
則
第

33
条
の
３
第
５
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
を
い
う
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
次
に
掲
げ
る
金
額
の
う
ち
い
ず
れ
か
多
い
金
額
に
相
当

す
る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

略
 

(２
) 

略
 

２
 
略
 

２
 
略
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第

34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１

項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
16
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１

項
前
段
、
第

34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
、
附
則
第
７
条

の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

16
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
第

34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第

16
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す

る
。
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第

3
4条

の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１

項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4条

の
６
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
1
6条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4条

の
７
第
１
項
前
段
、
第
3
4条

の
８
、
第

3
4条

の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

1
6条

の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4条

の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
及
び
附
則
第

1
6
条
の
４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の

合
計
額
」
と
す
る
。
 

(３
) 

  
(３

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(５
) 

  
(５

) 
  

４
 
略
 

４
 
略
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第
17
条
 
 

第
17
条
 
 

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

第
19
条
の
２
 
 

第
19
条
の
２
 
 

（
読
替
規
定
）
 

（
読
替
規
定
）
 

第
20
条
 
法
附
則
第
15
条
第
１
項
、
第
９
項
、
第

13
項
か
ら
第
17
項
ま
で
、
第
19
項
、
第
20

項
、
第

24
項
、
第

27
項
、
第

31
項
か
ら
第
33
項
ま
で
、
第

36
項
、
第
37
項
、
第

41
項
若
し

く
は
第
44
項
、
第
15
条
の
２
第
２
項
、
第
15
条
の
３
又
は
第

63
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第

14
1
条
第
２
項
中
「
又
は
第

33
項
」
と
あ
る
の
は

「
若
し
く
は
第

33
項
又
は
附
則
第
15
条
か
ら
第
15
条
の
３
ま
で
若
し
く
は
第
63
条
」
と
す

る
。
 

第
20
条
 
法
附
則
第
1
5条

第
１
項
、
第
８
項
、
第

12
項
か
ら
第
1
6項

ま
で
、
第
18
項
、
第
1
9

項
、
第
23
項
、
第

2
6項

、
第

30
項
か
ら
第

32
項
ま
で
、
第
3
5項

、
第
36
項
、
第

4
0項

若
し

く
は
第
43
項
、
第
1
5条

の
２
第
２
項
、
第

1
5条

の
３
又
は
第
6
3条

の
規
定
の
適
用
が
あ
る

各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
限
り
、
第

14
1
条
第
２
項
中
「
又
は
第

3
3
項
」
と
あ
る
の
は

「
若
し
く
は
第
33
項
又
は
附
則
第
1
5条

か
ら
第
1
5条

の
３
ま
で
若
し
く
は
第
6
3
条
」
と
す

る
。
 

第
20
条
の
２
 

第
20
条
の
２
 

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

第
20
条
の
４
 
 

第
20
条
の
４
 
 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 
（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
21
条
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
31
条
第
１

項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
33
条

及
び
第
34
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
長
期
譲
渡

所
得
の
金
額
に
対
し
、
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
同
法
第

33
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第

２
項
、
第

34
条
第
１
項
、
第
34
条
の
２
第
１
項
、
第
34
条
の
３
第
１
項
、
第
35
条
第
１
項
、

第
35
条
の
２
第
１
項
、
第

35
条
の
３
第
１
項
又
は
第

36
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
31
条
第
１
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の

金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
し
、
こ
れ
ら
の
金
額
に
つ
き
第
３
項
第
１

号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第

34
条
の
２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
。
以
下
「
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
の

10
0

分
の
３
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

第
21
条
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
3
1条

第
１

項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
33
条

及
び
第
34
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
長
期
譲
渡

所
得
の
金
額
に
対
し
、
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
同
法
第
33
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第

２
項
、
第
34
条
第
１
項
、
第
34
条
の
２
第
１
項
、
第
3
4条

の
３
第
１
項
、
第
35
条
第
１
項
、

第
35
条
の
２
第
１
項
、
第

35
条
の
３
第
１
項
又
は
第

36
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第

3
1条

第
１
項
に
規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の

金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
と
し
、
こ
れ
ら
の
金
額
に
つ
き
第
３
項
第
１

号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第

3
4
条
の
２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
。
以
下
「
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
の

1
0
0

分
の
３
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

２
 
略
 

２
 
略
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

３
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第

34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１

項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
21
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
前

段
、
第

34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
３

第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第

3
4条

の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１

項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4条

の
６
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
2
1条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
3
4条

の
８
、
第

3
4条

の
９

第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
2
1条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得

19



割
の
額
並
び
に
附
則
第
21
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

21
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

割
の
額
」
と
、
第
3
4条

の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
及
び
附
則
第
2
1条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と

す
る
。
 

(３
) 

  
(３

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(５
) 

  
(５

) 
  

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係

る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係

る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
21
条
の
２

 
昭
和

63
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と

な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
31
条
第
１
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法

附
則
第
34
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該

当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に

対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す

る
。
 

第
21
条
の
２

 
昭
和

63
年
度
か
ら
令
和

11
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と

な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
3
1条

第
１
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法

附
則
第
34
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該

当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に

対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す

る
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

略
 

(２
) 

略
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和

63
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税

に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基

因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予

定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第

34
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予

定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お

け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て

課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法

附
則
第
34
条
の
２
第
10
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定

優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
63
年
度
か
ら
令
和
11
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税

に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基

因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予

定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
3
4条

の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予

定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お

け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て

課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法

附
則
第
34
条
の
２
第
1
0項

の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定

優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

３
 
略
 

３
 
略
 

第
21
条
の
３
 
略
 

第
21
条
の
３
 
略
 

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）

 
（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
22
条
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
32
条
第
１

第
22
条
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
3
2条

第
１
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項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
譲
渡
に
よ
る
所
得
を
含
む
。
）
を

有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
、
第

33
条
及
び
第
34
条
の
３
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
に
対
し
、
課
税

短
期
譲
渡
所
得
金
額
（
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
同
法
第

33
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第

２
項
、
第

34
条
第
１
項
、
第
34
条
の
２
第
１
項
、
第
34
条
の
３
第
１
項
、
第
35
条
第
１
項

又
は
第
36
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
32

条
第
１
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額

と
し
、
こ
れ
ら
の
金
額
に
つ
き
第
５
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

第
34
条
の
２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の

10
0
分
の
5.
4に

相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
譲
渡
に
よ
る
所
得
を
含
む
。
）
を

有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
譲
渡
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
33
条
及
び
第
3
4条

の
３
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
に
対
し
、
課
税

短
期
譲
渡
所
得
金
額
（
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
（
同
法
第
33
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第

２
項
、
第
34
条
第
１
項
、
第
34
条
の
２
第
１
項
、
第
3
4条

の
３
第
１
項
、
第
35
条
第
１
項

又
は
第
36
条
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
に
よ
り
同
法
第
32

条
第
１
項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
か
ら
控
除
す
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額

と
し
、
こ
れ
ら
の
金
額
に
つ
き
第
５
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る

第
34
条
の
２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の

10
0分

の
5.
4に

相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

２
 
 

２
 
 

～
 
略
 

～
 
略
 

４
 

４
 

５
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

５
 
第
１
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第

34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１

項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
22
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
前

段
、
第

34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
３

第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
並
び
に
附
則
第
22
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

22
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第

3
4条

の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１

項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4条

の
６
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
2
2条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
3
4条

の
８
、
第

3
4条

の
９

第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
2
2条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
3
4条

の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
及
び
附
則
第
2
2条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と

す
る
。
 

(３
) 

  
(３

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(５
) 

  
(５

) 
  

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
23
条
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
37
条
の
10

第
１
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
一
般

株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
つ
い
て
は
、
第

33
条
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
第
34
条

の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
一
般
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第

18
条
第
５
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算

し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
い

第
23
条
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
3
7条

の
1
0

第
１
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
一
般

株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
つ
い
て
は
、
第

33
条
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び
に
第
3
4条

の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
一
般
株
式
等
に
係

る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第

1
8
条
第
５
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算

し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
い
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う
。
）
に
対
し
、
一
般
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
一
般
株
式
等
に
係
る

譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
次
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
34
条
の

２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の

10
0
分
の

３
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

う
。
）
に
対
し
、
一
般
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
一
般
株
式
等
に
係
る

譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
次
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
3
4条

の

２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の

10
0
分
の

３
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第

34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１

項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
23
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
前

段
、
第

34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
３

第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
並
び
に
附
則
第
23
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

23
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第

3
4条

の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１

項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4条

の
６
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
2
3条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
3
4条

の
８
、
第

3
4条

の
９

第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
2
3条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
3
4条

の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
及
び
附
則
第
2
3条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と

す
る
。
 

(３
) 

  
(３

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(５
) 

  
(５

) 
  

第
23
条
の
２
 
略
 

第
23
条
の
２
 
 

第
24
条
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
41
条
の
14

第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
所
得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
33
条
及
び
第
34
条
の
３
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
事
業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金

額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第

18
条
の
７
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し

た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）

に
対
し
、
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金

額
（
次
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第

34
条
の
２
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の

10
0
分
の
３
に
相
当
す
る
金

額
に
相
当
す
る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

第
24
条
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
4
1条

の
1
4

第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事

業
所
得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
3
3条

及
び
第
3
4条

の
３
の
規
定
に
か

か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
事
業
所
得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金

額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第

1
8
条
の
７
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し

た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
い
う
。
）

に
対
し
、
先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の
金

額
（
次
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
3
4条

の
２
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
を
い
う
。
）
の

1
0
0
分
の
３
に
相
当
す
る
金

額
に
相
当
す
る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第

34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１

項
、
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
第

34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第

3
4条

の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１

項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4条

の
６
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
2
4条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市

22



第
24
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
前

段
、
第

34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
、
附
則
第
７
条
の
３

第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
並
び
に
附
則
第
24
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

24
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
７
第
１
項
前
段
、
第
3
4条

の
８
、
第

3
4条

の
９

第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
2
4条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
3
4条

の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
及
び
附
則
第
2
4条

第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と

す
る
。
 

(３
) 

  
(３

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(５
) 

  
(５

) 
  

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
24
条
の
２

 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に

対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

37
年
法
律
第

14
4
号
。
以
下
「
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
２
項
に
規

定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
、
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第
1
2条

第
５
項
に
規
定
す

る
特
例
適
用
利
子
等
又
は
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第

16
条
第
２
項
に
規
定
す

る
特
例
適
用
利
子
等
に
つ
い
て
は
、
第
33
条
及
び
第
34
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

他
の
所
得
と
区
分
し
、
そ
の
前
年
中
の
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第
８
条
第
２
項

（
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第

12
条
第
５
項
及
び
第

16
条
第
２
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
特
例
適
用
利
子
等
の
額
（
次
項
第
１

号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
34
条
の
２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
適
用
後
の
金
額
）
に

10
0
分
の
３
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
市
民

税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

第
24
条
の
２

 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
外
国
居
住
者
等
の
所
得
に

対
す
る
相
互
主
義
に
よ
る
所
得
税
等
の
非
課
税
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

3
7
年
法
律
第

14
4
号
。
以
下
「
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
」
と
い
う
。
）
第
８
条
第
２
項
に
規

定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
、
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第
1
2条

第
５
項
に
規
定
す

る
特
例
適
用
利
子
等
又
は
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第

16
条
第
２
項
に
規
定
す

る
特
例
適
用
利
子
等
に
つ
い
て
は
、
第

3
3条

及
び
第
3
4条

の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

他
の
所
得
と
区
分
し
、
そ
の
前
年
中
の
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第
８
条
第
２
項

（
外
国
居
住
者
等
所
得
相
互
免
除
法
第

12
条
第
５
項
及
び
第

16
条
第
２
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

「
特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
特
例
適
用
利
子
等
の
額
（
次
項
第
１

号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第

3
4条

の
２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
適
用
後
の
金
額
）
に

1
0
0
分
の
３
の
税
率
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
市
民

税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条

第
１
項
、
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第

34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
24

条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

34
条
の
７
第
１
項
前

段
、
第

34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１
項
、
第
７
条
の
３

第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

額
並
び
に
附
則
第
24
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

24
条
の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
3
4条

の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条

第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4条

の
６
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
2
4条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4条

の
７
第
１
項
前
段
、
第
3
4条

の
８
、
第

3
4条

の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１
項
、
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
第

１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
2
4条

の
２
第
１

項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4条

の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
2
4条

の
２
第
１
項
の
規
定
に
よ
る

市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

23



(３
) 

  
(３

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(５
) 

  
(５

) 
  

３
 
略
 

３
 
略
 

４
 
略
 

４
 
略
 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条

第
１
項
、
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第

34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
24

条
の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

34
条
の
７
第
１

項
前
段
、
第

34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１
項
、
第
７
条

の
３
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
並
び
に
附
則
第

24
条
の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第

24
条
の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
3
4条

の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条

第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4条

の
６
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
2
4条

の
２
第
３
項
後
段
の
規
定

に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4条

の
７
第
１
項
前
段
、
第
3
4条

の
８
、
第

34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
2
4条

の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に

よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4条

の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
4条

の
２
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(３
) 

  
(３

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(５
) 

  
(５

) 
  

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
24
条
の
３

 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴

う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

44
年
法
律
第

46
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第

10
項
に
規

定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
に
つ
い
て
は
、
第
33
条
及
び
第
34
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
そ
の
前
年
中
の
同
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
条
約
適
用
利
子

等
の
額
（
次
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第

34
条
の
２
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
に

10
0
分
の
５
の
税
率
か
ら
租
税
条
約
等
実
施

特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
限
度
税
率
（
第
３
項
に
お
い
て
「
限
度
税

率
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
た
率
に
５
分
の
３
を
乗
じ
て
得
た
率
（
当
該
納
税
義
務

者
が
同
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、

10
0
分
の
３
の
税
率
）
を
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

第
24
条
の
３

 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
支
払
を
受
け
る
べ
き
租
税
条
約
等
の
実
施
に
伴

う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及
び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
4
4年

法
律
第

46
号
。
以
下
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
３
条
の
２
の
２
第

1
0項

に
規

定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
に
つ
い
て
は
、
第

3
3条

及
び
第
34
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら

ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
そ
の
前
年
中
の
同
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
条
約
適
用
利
子

等
の
額
（
次
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
3
4条

の
２
の
規
定
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
に

1
0
0
分
の
５
の
税
率
か
ら
租
税
条
約
等
実
施

特
例
法
第
３
条
の
２
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
限
度
税
率
（
第
３
項
に
お
い
て
「
限
度
税

率
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
て
得
た
率
に
５
分
の
３
を
乗
じ
て
得
た
率
（
当
該
納
税
義
務

者
が
同
条
第
３
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、

10
0
分
の
３
の
税
率
）
を
乗
じ

て
計
算
し
た
金
額
に
相
当
す
る
市
民
税
の
所
得
割
を
課
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
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(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条

第
１
項
、
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第

34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
24

条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

34
条
の
７
第
１
項
前

段
、
第

34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１
項
、
第
７
条
の
３

第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

額
並
び
に
附
則
第
24
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

24
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
3
4条

の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条

第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4条

の
６
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
2
4条

の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ

る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4条

の
７
第
１
項
前
段
、
第
3
4条

の
８
、
第

3
4条

の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

2
4条

の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
2
4
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(３
) 

  
(３

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(５
) 

  
(５

) 
  

３
 
略
 

３
 
略
 

４
 
略
 

４
 
略
 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

５
 
第
３
項
後
段
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条

第
１
項
、
第
７
条
の
３
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
第

34
条
の
６
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
24

条
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

34
条
の
７
第
１

項
前
段
、
第

34
条
の
８
、
第
34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１
項
、
第
７
条

の
３
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
の
２
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
並
び
に
附
則
第

24
条
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
34
条
の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第

24
条
の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第
3
4条

の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条

第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4条

の
６
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
2
4条

の
３
第
３
項
後
段
の
規
定

に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4条

の
７
第
１
項
前
段
、
第
3
4条

の
８
、
第

34
条
の
９
第
１
項
並
び
に
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
第
７
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
2
4条

の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に

よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4条

の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
4条

の
３
第
３
項
後
段
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。
 

(３
) 

  
(３

) 
  

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

(５
) 

  
(５

) 
  

６
 
略
 

６
 
略
 

以
下

 
略
 

以
下
 
略
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認
第
８
号

 
焼
津
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 
新
旧
対
照
表
 

旧
 

新
 

焼
津
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
 

例
 

焼
津
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
 

例
 

令
和
８
年
３
月
31
日
条
例
第
12
号
 

令
和
８
年
３
月
3
1日

条
例
第
12
号
 

焼
津
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
（
昭
和
41
年
焼
津
市
条
例
第

16
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。
 

焼
津
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
（
昭
和
4
1年

焼
津
市
条
例
第
1
6号

）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。
 

第
２
条
第
１
項
第
１
号
中
「
及
び
介
護
保
険
法
」
を
「
、
介
護
保
険
法
」
に
改
め
、「
「
介

護
納
付
金
」
と
い
う
。）
」
の
次
に
「
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
24
年
法
律
第

65

号
）
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
納
付
金
」
と
い
う
。）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。
 

第
２
条
第
１
項
第
１
号
中
「
及
び
介
護
保
険
法
」
を
「
、
介
護
保
険
法
」
に
改
め
、「
「
介

護
納
付
金
」
と
い
う
。）
」
の
次
に
「
及
び
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
（
平
成
2
4年

法
律
第

6
5

号
）
の
規
定
に
よ
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
子
ど
も
・

子
育
て
支
援
納
付
金
」
と
い
う
。）
」
を
加
え
、
同
項
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。
 

(4
) 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
（
国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
、
国
民
健
康
保

険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計

に
お
い
て
負
担
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る

部
分
に
限
る
。）

に
充
て
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
 

(4
) 
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
（
国
民
健
康
保
険
税
の
う
ち
、
国
民
健
康
保

険
事
業
費
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
（
県
の
国
民
健
康
保
険
に
関
す
る
特
別
会
計

に
お
い
て
負
担
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
の
納
付
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る

部
分
に
限
る
。）

に
充
て
る
た
め
の
国
民
健
康
保
険
税
の
課
税
額
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
 

第
２
条
第
２
項
中
「

65
万
円
」
を
「
66
万
円
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
属
す
る
」
の

次
に
「
国
民
健
康
保
険
の
」
を
加
え
、「

24
万
円
」
を
「

26
万
円
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
１

項
を
加
え
る
。
 

第
２
条
第
２
項
中
「
6
5万

円
」
を
「

6
6万

円
」
に
改
め
、
同
条
第
３
項
中
「
属
す
る
」
の

次
に
「
国
民
健
康
保
険
の
」
を
加
え
、「

24
万
円
」
を
「

2
6万

円
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
１

項
を
加
え
る
。
 

５
 
第
１
項
第
４
号
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項

の
世
帯
主
を
除
く
。）

及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算

定
し
た
所
得
割
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
に
、
当
該
世
帯
に
属
す
る

18
歳
以

上
被
保
険
者
（
地
方
税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
70
3条

の
４
第
30
項
に
規
定
す
る
18
歳
以
上
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
つ
き
算
定
し
た

18
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
 

５
 
第
１
項
第
４
号
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
は
、
世
帯
主
（
前
条
第
２
項

の
世
帯
主
を
除
く
。）

及
び
そ
の
世
帯
に
属
す
る
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
つ
き
算

定
し
た
所
得
割
額
及
び
被
保
険
者
均
等
割
額
の
合
算
額
に
、
当
該
世
帯
に
属
す
る

18
歳
以

上
被
保
険
者
（
地
方
税
法
（
昭
和
2
5年

法
律
第
2
2
6号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）

第
7
03
条

の
４
第
30
項
に
規
定
す
る
1
8歳

以
上
被
保
険
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）

に
つ
き
算
定
し
た

18
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
た
だ
し
、
加
算
後
の
額
が
３
万

円
を
超
え
る
場
合
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
は
、
３
万
円
と

す
る
。
 

 
第
３
条
第
１
項
中
「
地
方
税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第

22
6号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
」
を

「
法
」
に
改
め
る
。
 

 
第
３
条
第
１
項
中
「
地
方
税
法
（
昭
和
2
5年

法
律
第
2
26
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。）
」

を
「
法
」
に
改
め
る
。
 

 
第
９
条
の
３
の
次
に
次
の
３
条
を
加
え
る
。
 

 
第
９
条
の
３
の
次
に
次
の
３
条
を
加
え
る
。
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
所
得
割

額
）
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
所
得
割

額
）
 

第
９
条
の
４

 
第
２
条
第
５
項
の
所
得
割
額
は
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に

10
0
分

の
0.
27
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

第
９
条
の
４

 
第
２
条
第
５
項
の
所
得
割
額
は
、
基
礎
控
除
後
の
総
所
得
金
額
等
に

10
0分

の
0.
27
を
乗
じ
て
算
定
す
る
。
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
被
保
険

者
均
等
割
額
）
 

 
（
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
被
保
険

者
均
等
割
額
）
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第
９
条
の
５

 
第
２
条
第
５
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て

1,
57
0円

と
す
る
。
 

第
９
条
の
５

 
第
２
条
第
５
項
の
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
被
保
険
者
１
人
に
つ
い
て

1,
57
0円

と
す
る
。
 

 
（
18
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
18
歳
以
上
被
保

険
者
均
等
割
額
）
 

 
（
18
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
1
8
歳
以
上
被
保

険
者
均
等
割
額
）
 

第
９
条
の
６
 
第
２
条
第
５
項
の
18
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
18
歳
以
上
被
保
険
者

１
人
に
つ
い
て

13
0円

と
す
る
。
 

第
９
条
の
６
 
第
２
条
第
５
項
の
1
8歳

以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
は
、
18
歳
以
上
被
保
険
者

１
人
に
つ
い
て
13
0円

と
す
る
。
 

 
第
21
条
第
１
項
中
「
65
万
円
」
を
「
66
万
円
」
に
、「

24
万
円
」
を
「
26
万
円
」
に
改
め
る
。 
 
第
21
条
第
１
項
中
「
6
5万

円
」
を
「

6
6万

円
」
に
、「

24
万
円
」
を
「
2
6万

円
」
に
、

「
並
び
に
同
条
第
４
項
」
を
「
、
同
条
第
４
項
」
に
、「

17
万
円
）」

を
「
1
7万

円
）
並
び

に
同
条
第
５
項
本
文
の
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
か
ら
キ
及
び
ク
に
掲
げ
る

額
を
減
額
し
て
得
た
額
（
当
該
減
額
し
て
得
た
額
が
３
万
円
を
超
え
る
場
合
に
は
、
３
万

円
）」

に
改
め
、
同
項
第
１
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。
 

 
 
 
キ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の

被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除

く
。）

１
人
に
つ
い
て
1,
0
9
9円

 

 
 
 
ク
 
18
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
1
8歳

以

上
被
保
険
者
均
等
割
額
 
1
8歳

以
上
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世

帯
主
を
除
く
。）

１
人
に
つ
い
て

9
1円

 

 
第
21
条
第
１
項
第
２
号
中
「
30
5
,
0
0
0円

」
を
「
3
1
0
,0
0
0円

」
に
改
め
、
同
号
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。
 

 
 
 
キ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の

被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除

く
。）

１
人
に
つ
い
て
78
5円

 

 
 
 
ク
 
18
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
1
8歳

以

上
被
保
険
者
均
等
割
額
 
1
8歳

以
上
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世

帯
主
を
除
く
。）

１
人
に
つ
い
て

6
5円

 

 
第
21
条
第
１
項
第
３
号
中
「
56
0,
0
0
0円

」
を
「
5
70
,0
0
0円

」
に
改
め
、
同
号
に
次
の

よ
う
に
加
え
る
。
 

 
 
 
キ
 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の

被
保
険
者
均
等
割
額
 
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世
帯
主
を
除

く
。）

１
人
に
つ
い
て
31
4円

 

 
 
 
ク
 
18
歳
以
上
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
1
8歳

以

上
被
保
険
者
均
等
割
額
 
1
8歳

以
上
被
保
険
者
（
第
１
条
第
２
項
に
規
定
す
る
世

帯
主
を
除
く
。）

１
人
に
つ
い
て

2
6円

 

 
 
第
21
条
第
２
項
に
次
の
１
号
を
加
え
る
。
 

 
(3
) 
国
民
健
康
保
険
の
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額
の
被

27



保
険
者
均
等
割
額
 
次
に
掲
げ
る
世
帯
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
未
就
学
児
１
人

に
つ
い
て
次
に
定
め
る
額
 

 
 
 
ア
 
前
項
第
１
号
キ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
2
3
6円

 

 
 
 
イ
 
前
項
第
２
号
キ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
3
9
3円

 

 
 
 
ウ
 
前
項
第
３
号
キ
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
し
た
世
帯
 
6
2
8円

 

 
 
 
エ
 
ア
か
ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
世
帯
以
外
の
世
帯
 
78
5円

 

 
 
第
21
条
第
３
項
各
号
列
記
以
外
の
部
分
中
「
所
得
割
額
及
び
」
を
「
所
得
割
額
並
び

に
」
に
、「

被
保
険
者
均
等
割
額
」
を
「
被
保
険
者
均
等
割
額
及
び
1
8歳

以
上
被
保
険
者
均

等
割
額
」
に
改
め
、
同
項
第
１
号
中
「
第
2
4条

の
3
0の

５
」
を
「
第
2
4条

の
3
0の

６
」
に

改
め
、
同
項
に
次
の
３
号
を
加
え
る
。
 

 
(7
) 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額

の
所
得
割
額
 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
９
条
の
４
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

所
得
割
額
の
12
分
の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当

該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

 
(8
) 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額

の
被
保
険
者
均
等
割
額
 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
９
条
の
５
の
規
定
に
よ
り

算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す
る
も
の
と
し

た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
）
の
1
2分

の
１
の
額

に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当
該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗

じ
て
得
た
額
 

 
(9
) 
国
民
健
康
保
険
の
出
産
被
保
険
者
に
係
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付
金
課
税
額

の
18
歳
以
上
被
保
険
者
均
等
割
額

 
当
該
出
産
被
保
険
者
に
つ
き
第
９
条
の
６
の
規

定
に
よ
り
算
定
し
た
1
8歳

以
上
被
保
険
者
均
等
割
額
（
第
１
項
に
規
定
す
る
金
額
を

減
額
す
る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
1
8歳

以
上
被
保
険
者
均

等
割
額
）
の
12
分
の
１
の
額
に
、
当
該
出
産
被
保
険
者
の
産
前
産
後
期
間
の
う
ち
当

該
年
度
に
属
す
る
月
数
を
乗
じ
て
得
た
額
 

 
第
21
条
に
次
の
１
項
を
加
え
る
。
 

 
４
 
国
民
健
康
保
険
税
の
納
税
義
務
者
の
属
す
る
世
帯
内
に
1
8歳

に
達
す
る
日
以
後
の
最

初
の
３
月
31
日
以
前
で
あ
る
被
保
険
者
（
以
下
「

1
8歳

未
満
被
保
険
者
」
と
い
う
。）

が

あ
る
場
合
に
お
け
る
当
該
納
税
義
務
者
に
対
し
て
課
す
る
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
納
付

金
課
税
額
の
被
保
険
者
均
等
割
額
（
当
該
納
税
義
務
者
の
世
帯
に
属
す
る
1
8歳

未
満
被

保
険
者
に
つ
き
算
定
し
た
被
保
険
者
均
等
割
額
（
前
３
項
に
規
定
す
る
金
額
を
減
額
す

る
も
の
と
し
た
場
合
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
減
額
後
の
被
保
険
者
均
等
割
額
に
限
る
。）

は
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
か
ら
、
当
該
被
保
険
者
均
等
割
額
に
相
当
す
る
額
を
減

額
し
て
得
た
額
と
す
る
。
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附
則
第
３
項
、
第
４
項
及
び
第
６
項
か
ら
第
９
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
８
条
」
の
次
に
「
、

第
９
条
の
４
」
を
加
え
る
。
 

 
附
則
第
３
項
、
第
４
項
及
び
第
６
項
か
ら
第
９
項
ま
で
の
規
定
中
「
第
８
条
」
の
次
に
「
、

第
９
条
の
４
」
を
加
え
る
。
 

 
附
則
第

10
項
及
び
第
11
項
中
「
第
８
条
及
び
第

21
条
第
１
項
」
を
「
第
８
条
、
第
９
条
の

４
及
び
第

21
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。
 

 
附
則
第
10
項
及
び
第
1
1項

中
「
第
８
条
及
び
第

21
条
第
１
項
」
を
「
第
８
条
、
第
９
条
の

４
及
び
第
21
条
第
１
項
」
に
改
め
る
。
 

附
則
第
12
項
及
び
第
13
項
中
「
第
８
条
」
の
次
に
「
、
第
９
条
の
４
」
を
加
え
る
。
 

附
則
第
12
項
及
び
第
1
3項

中
「
第
８
条
」
の
次
に
「
、
第
９
条
の
４
」
を
加
え
る
。
 

 
 
 
附

 
則
 

 
 
 
附
 
則
 

 
（
施
行
期
日
）
 

 
（
施
行
期
日
）
 

１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。

 
１
 
こ
の
条
例
は
、
令
和
８
年
４
月
１
日
か
ら
施
行
す
る
。
 

 
（
適
用
区
分
）
 

 
（
適
用
区
分
）
 

２
 
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
焼
津
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
規
定
は
、
令
和
８
年
度

以
後
の
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
７
年
度
分
ま
で
の
国
民
健

康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
 

２
 
こ
の
条
例
に
よ
る
改
正
後
の
焼
津
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
の
規
定
は
、
令
和
８
年
度

以
後
の
年
度
分
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
７
年
度
分
ま
で
の
国
民
健

康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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認
第
９
号
 
焼
津
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
 
新
旧
対
照
表
 

旧
 

新
 

焼
津
市
介
護
保
険
条
例
 

焼
津
市
介
護
保
険
条
例
 

平
成
12
年
３
月
29
日
条
例
第
25
号
 

平
成
1
2年

３
月
2
9日

条
例
第
25
号
 

第
１
条
 
 

第
１
条
 
 

～
 
略
 

～
 
略
 

第
７
条
 
 

第
７
条
 
 

第
３
章
 
保
険
料
 

第
３
章
 
保
険
料
 

（
保
険
料
率
）
 

（
保
険
料
率
）
 

第
８
条
 
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
（
法
第
９
条
第
１
号
に
規
定
す
る
第
１
号
被
保
険
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

第
８
条
 
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
（
法
第
９
条
第
１
号
に
規
定
す
る
第
１
号
被
保
険
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(１
) 

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
10
年
政
令
第

41
2号

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
38

条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者

 
30
,9
58
円
 

(１
) 

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成

1
0年

政
令
第
4
12
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
3
8

条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
 

3
0,
9
5
8円

 

(２
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
 
40
,1
44
円
 

(２
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
 
4
0,
1
4
4円

 

(３
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
者
 
46
,9
48
円
 

(３
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
者
 
4
6,
9
4
8円

 

(４
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
者
 
61
,2
36
円
 

(４
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
者
 
6
1,
2
3
6円

 

(５
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
者
 
68
,0
40
円
 

(５
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
者
 
6
8,
0
4
0円

 

(６
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
81
,6
48
円
 

(６
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 
8
1
,
64
8円

 

ア
 
地
方
税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6号

）
第

29
2条

第
１
項
第
13
号
に
規
定
す
る
合

計
所
得
金
額
（
以
下
「
合
計
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和

32
年
法
律
第
26
号
）
第
33
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第

34
条
第
１
項
、
第

34
条
の
２
第
１
項
、
第
34
条
の
３
第
１
項
、
第

35
条
第
１
項
、
第
35
条
の
２
第
１
項
、

第
35
条
の
３
第
１
項
又
は
第
36
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所

得
金
額
か
ら
令
第

22
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た

額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

が
12
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
 

ア
 
地
方
税
法
（
昭
和
2
5年

法
律
第
2
2
6号

）
第
2
92
条
第
１
項
第
1
3号

に
規
定
す
る
合

計
所
得
金
額
（
以
下
「
合
計
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和

32
年
法
律
第
26
号
）
第
3
3条

の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第

34
条
第
１
項
、
第

34
条
の
２
第
１
項
、
第
3
4条

の
３
第
１
項
、
第

3
5条

第
１
項
、
第
3
5条

の
２
第
１
項
、

第
35
条
の
３
第
１
項
又
は
第
36
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所

得
金
額
か
ら
令
第

22
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た

額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

が
12
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
８
号
イ
、

第
９
号
イ
、
第
10
号
イ
、
第
11
号
イ
又
は
第

12
号
イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
８
号
イ
、

第
９
号
イ
、
第
1
0号

イ
、
第
11
号
イ
又
は
第
1
2号

イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

(７
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
88
,4
52
円
 

(７
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 
8
8
,
45
2円

 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
21
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
2
1
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
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な
い
も
の
 

な
い
も
の
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
９
号
イ
、

第
10
号
イ
、
第
11
号
イ
又
は
第
12
号
イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
９
号
イ
、

第
10
号
イ
、
第
1
1号

イ
又
は
第

1
2号

イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

(８
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
10
2,
06

0円
 

(８
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 
1
0
2
,0
6
0円

 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
32
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
3
2
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
10
号
イ
、

第
11
号
イ
又
は
第
12
号
イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
1
0号

イ
、

第
11
号
イ
又
は
第
1
2号

イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

(９
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
11
5,
66

8円
 

(９
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 
1
1
5
,6
6
8円

 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
42
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
4
2
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
11
号
イ
又

は
第
12
号
イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
1
1号

イ
又

は
第
12
号
イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

(1
0)

 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
12
9,
27

6円
 

(1
0)
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 
1
2
9
,2
7
6円

 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
52
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
5
2
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
又
は
第

12
号
イ

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
又
は
第
1
2号

イ

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

(1
1)

 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
14
2,
88

4円
 

(1
1)
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 
1
4
2
,8
8
4円

 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
62
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
6
2
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
次
号
イ
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。
）
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(
１
)
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
次
号
イ
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。
）
 

(1
2)

 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
15
6,
49

2円
 

(1
2)
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 
1
5
6
,4
9
2円
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ア
 
合
計
所
得
金
額
が
72
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
7
2
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

(1
3)

 
令
第
38
条
第
１
項
第
13
号
に
掲
げ
る
者
 
16
3,
29
6円

 
(1
3)
 
令
第
38
条
第
１
項
第
13
号
に
掲
げ
る
者
 
1
6
3,
2
9
6円

 

２
 
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る

令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

19
,3
91
円
と
す
る
。
 

２
 
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る

令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

19
,3
91
円
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係

る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

26
,5
36
円
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係

る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

26
,5
36
円
と
す
る
。
 

４
 
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係

る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

46
,6
07
円
と
す
る
。
 

４
 
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係

る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

46
,6
07
円
と
す
る
。
 

第
９
条
 
 

第
９
条
 
 

～
 
略
 

～
 
略
 

第
29
条
 

第
29
条
 
 

附
 
則
 

附
 
則
 

第
１
条
 
 

第
１
条
 
 

～
 
略
 

～
 
略
 

第
14
条
 

第
14
条
 
 

 
（
令
和
８
年
度
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
所
得
の
額
の
算
定
方
法
の
特
例
）
 

 
第
15
条
 
第
１
号
被
保
険
者
（
令
和
８
年
度
分
の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
市
内
に
住

所
を
有
し
な
い
者
を
除
き
、
同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
賦
課

期
日
に
お
い
て
市
内
に
住
所
を
有
す
る
者
（
同
法
第

2
9
4
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
市
の

住
民
基
本
台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
)に

限
る
。
以
下
こ
の

条
及
び
次
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
)の

う
ち
、
令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所

得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
同
年
中
の
給
与
等
（
所
得
税
法
第
2
8条

第
１
項
に
規
定
す
る
給

与
等
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
)の

収
入
金
額
が

5
5万

1
,0
0
0円

以
上
6
5万

1
,0
0
0円

未
満
で
あ

る
者
に
限
る
。

)
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
８
条
第
１

項
（
第
６
号
ア
、
第
７
号
ア
、
第
８
号
ア
、
第
９
号
ア
、
第
1
0号

ア
、
第
1
1号

ア
及
び
第

12
号
ア
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
６
号
ア
中
「
地
方

税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6号

）
第

2
92
条
第
１
項
第
1
3号

に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
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（
以
下
「
合
計
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
3
2年

法
律
第

2
6号

）

第
33
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
3
4条

第
１
項
、
第
3
4条

の
２
第
１
項
、
第
34

条
の
３
第
１
項
、
第
3
5条

第
１
項
、
第

3
5条

の
２
第
１
項
、
第
3
5条

の
３
第
１
項
又
は
第

36
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
令
第
2
2条

の
２
第
２

項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下

回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方

税
法
第

29
2条

第
１
項
第

1
3
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金

額
に
所
得
税
法
第
28
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当

該
給
与
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
に
令

和
７
年
中
の
同
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら

55
万
円
を
控
除
し
て

得
た
額
を
加
え
た
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が

あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
令
第

2
2条

の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控

除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と

す
る
。
以
下
同
じ
。
）
」
と
す
る
。
 

 
２
 
第
１
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い

る
者
（
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

6
5
万

1
,0
0
0
円
以
上

1
6
1
万

9
,
00
0
円
未
満
で
あ

る
者
に
限
る
｡
)
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
８
条
第
１

項
（
第
６
号
ア
、
第
７
号
ア
、
第
８
号
ア
、
第
９
号
ア
、
第
1
0号

ア
、
第
1
1号

ア
及
び
第

12
号
ア
に
係
る
部
分
に
限
る
。
)
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
６
号
ア
中
「
地
方

税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6号

）
第

2
92
条
第
１
項
第
1
3号

に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額

（
以
下
「
合
計
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
3
2年

法
律
第

2
6号

）

第
33
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
3
4条

第
１
項
、
第
3
4条

の
２
第
１
項
、
第
34

条
の
３
第
１
項
、
第
3
5条

第
１
項
、
第

3
5条

の
２
第
１
項
、
第
3
5条

の
３
第
１
項
又
は
第

36
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
令
第
2
2条

の
２
第
２

項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下

回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
)
」
と
あ
る
の
は
、
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方

税
法
第

29
2条

第
１
項
第

1
3
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金

額
に
所
得
税
法
第
28
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当

該
給
与
所
得
の
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
に
10

万
円
を
加
え
た
額
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ

る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
令
第
2
2条

の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除

額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す

る
。
以
下
同
じ
｡)
」
と
す
る
。
 

 
３
 
第
１
号
被
保
険
者
の
う
ち
、
令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
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る
者
（
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

1
6
1万

9
,
00
0
円
以
上

1
9
0
万
円
未
満
で
あ
る
者

に
限
る
｡)
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
８
条
第
１
項
（
第

６
号
ア
、
第
７
号
ア
、
第
８
号
ア
、
第
９
号
ア
、
第
1
0号

ア
、
第
1
1号

ア
及
び
第
1
2号

ア

に
係
る
部
分
に
限
る
。
)の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
６
号
ア
中
「
地
方
税
法
（
昭

和
25
年
法
律
第
22
6号

）
第

2
92
条
第
１
項
第
1
3号

に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
（
以
下
「
合

計
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和
32
年
法
律
第
26
号
）
第

3
3条

の

４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第
3
4条

第
１
項
、
第
3
4条

の
２
第
１
項
、
第
3
4条

の
３
第

１
項
、
第
35
条
第
１
項
、
第
35
条
の
２
第
１
項
、
第

3
5条

の
３
第
１
項
又
は
第
3
6条

の
規

定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
令
第
2
2条

の
２
第
２
項
に
規
定

す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合

に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
)」

と
あ
る
の
は
、
「
合
計
所
得
金
額
（
地
方
税
法
第

29
2

条
第
１
項
第
13
号
に
規
定
す
る
合
計
所
得
金
額
を
い
い
、
当
該
合
計
所
得
金
額
に
所
得
税

法
第
28
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
当
該
給
与
所
得

の
金
額
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
２
項
の
規
定
に
よ
っ
て
計
算
し
た
金
額
に
6
5万

円
か
ら
令

和
７
年
給
与
所
得
控
除
額
（
令
和
７
年
中
の
所
得
税
法
第
28
条
第
１
項
に
規
定
す
る
給
与

等
の
収
入
金
額
か
ら
、
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律
（
令
和
７
年
法
律
第
1
3号

）
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
別
表
第
５
の

給
与
等
の
金
額
と
し
て
、
同
表
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た
同
表
の
給
与
所
得
控

除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
い
う
｡
)
を
控
除
し
て
得
た
額
を
加
え
た

額
に
よ
る
も
の
と
し
、
租
税
特
別
措
置
法
に
よ
る
特
別
控
除
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

当
該
合
計
所
得
金
額
か
ら
令
第

22
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し

て
得
た
額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同

じ
｡)
」
と
す
る
。
 

 
（
令
和
８
年
度
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
特
例
）
 

 
第

16
条

 
第
１
号
被
保
険
者
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第

８
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世

帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
の
う
ち
に
、
第
１
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
第
２
号

又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
該
当
す
る

者
は
、
同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な

す
。
 

(１
) 

令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
令
和
８
年
度
分

の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
市
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
)
で
あ
っ
て
、

同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
市
内
に

住
所
を
有
す
る
も
の
（
同
法
第

2
9
4
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
市
の
住
民
基
本
台
帳
に
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記
録
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
 

(２
) 

地
方
税
法
第
2
95
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
令
和
８
年
度

分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
次
の
ア
か

ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
 

ア
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

55
万

1,
0
00
円
以
上

6
5
万

1
,
00
0
円
未
満

で
あ
り
、
か
つ
、
1
3
5万

円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
同

年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら

5
5万

円
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場
合
 

イ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

6
5
万

1
,
00
0
円
以
上

1
6
1
万

9
,
00
0
円
未
満

で
あ
り
、
か
つ
、
1
35
万
円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が

1
0万

円
以
下
で
あ
る
場
合
 

ウ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

1
6
1
万
9
,
0
0
0円

以
上

1
9
0
万
円
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、
13
5万

円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
6
5万

円

か
ら
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
所
得
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第

13
号
）
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
所
得
税
法
別
表
第
５
（
以
下
「
別
表
第
５
」
と
い
う
。
）
の
給
与
等
の
金
額

と
し
て
、
別
表
第
５
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た
別
表
第
５
の
給
与
所
得
控

除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場

合
 

(３
) 

地
方
税
法
第
2
95
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
令
和
８
年
度

分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
次
の
ア
か

ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
 

ア
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

55
万

1,
0
00
円
以
上

6
5
万

1
,
00
0
円
未
満

で
あ
り
、
か
つ
、
地
方
税
法
第
2
9
5条

第
３
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従

い
市
の
条
例
で
定
め
る
金
額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、

同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら

55
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場

合
 

イ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

6
5
万

1
,
00
0
円
以
上

1
6
1
万

9
,
00
0
円
未
満

で
あ
り
、
か
つ
、
地
方
税
法
第
2
9
5条

第
３
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従

い
市
の
条
例
で
定
め
る
金
額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が

10
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
 

ウ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

1
6
1
万
9
,
0
0
0円

以
上

1
9
0
万
円
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、
地
方
税
法
第
2
9
5条

第
３
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
市

の
条
例
で
定
め
る
金
額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
6
5万

円
か
ら
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
別
表
第

35



５
の
給
与
等
の
金
額
と
し
て
、
別
表
第
５
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た
別
表

第
５
の
給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得

た
額
以
下
で
あ
る
場
合
 

 
２

 
第
１
号
被
保
険
者
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
８
条

第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
が
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る

者
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
は
、
同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民

税
が
課
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
す
。
 

以
下

 
略
 

以
下
 
略
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議
第

34
号

 
焼
津
市
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
）
 
新
旧
対
照
表
 

旧
 

新
 

焼
津
市
税
条
例
 

焼
津
市
税
条
例
 

昭
和
29
年
６
月
１
日
条
例
第
14
号
 

昭
和
2
9年

６
月
１
日
条
例
第
14
号
 

第
１
条
 
 

第
１
条
 
 

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

第
34
条
の
６
 

第
34
条
の
６
 

（
寄
附
金
税
額
控
除
）
 

（
寄
附
金
税
額
控
除
）
 

第
34
条
の
７

 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
法
第

31
4
条
の
７
第
１
項
第
１
号
及

び
第
２
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
次
に
掲
げ
る
寄
附
金
若
し
く
は
金
銭
を
支
出
し
た
場

合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
（
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年

中
に
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
を
支
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
控
除
す
べ
き
金
額
に
特
例
控
除
額
を
加
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控

除
額
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
第
34
条
の
３
及
び
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所

得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
額
が
当
該
所

得
割
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
所
得
割
の
額
に
相
当
す
る
金
額
と

す
る
。
 

第
34
条
の
７

 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
前
年
中
に
法
第

3
1
4
条
の
７
第
１
項
第
１
号
及

び
第
２
号
に
掲
げ
る
寄
附
金
又
は
次
に
掲
げ
る
寄
附
金
若
し
く
は
金
銭
を
支
出
し
た
場

合
に
は
、
同
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
（
当
該
納
税
義
務
者
が
前
年

中
に
同
条
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
を
支
出
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、

当
該
控
除
す
べ
き
金
額
に
特
例
控
除
額
を
加
算
し
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控

除
額
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
第
3
4条

の
３
及
び
前
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所

得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
額
が
当
該
所

得
割
の
額
を
超
え
る
と
き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
所
得
割
の
額
に
相
当
す
る
金
額
と

す
る
。
 

(１
) 

 
(１

) 
 

～
 
略
 

～
 
略
 

(５
) 
 

(５
) 

  

２
 
前
項
の
特
例
控
除
額
は
、
法
第

31
4条

の
７
第

11
項
（
法
附
則
第
５
条
の
６
第
２
項
の

規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算

し
た
金
額
と
す
る
。
 

２
 
前
項
の
特
例
控
除
額
は
、
法
第

3
1
4
条
の
７
第

1
1
項
（
法
附
則
第
５
条
の
６
第
３
項
又

は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ

に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

第
34
条
の
８
 
 

第
34
条
の
８
 

～
 

 
略
 

～
 
 
略
 

第
36
条
 

第
36
条
 

（
市
民
税
の
申
告
）
 

（
市
民
税
の
申
告
）
 

第
36
条
の
２
 
第
23
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
は
、
３
月

15
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
第

５
号
の
４
様
式
（
分
離
課
税
に
係
る
所
得
が
あ
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
施
行
規
則
第
５
号

の
４
様
式
及
び
第
５
号
の
４
様
式
（
別
表
）
）
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第

31
7
条
の
６
第
１
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
支

払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
１
月
１
日

現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て

第
36
条
の
２
 
第
23
条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
は
、
３
月

1
5日

ま
で
に
、
施
行
規
則
第

５
号
の
４
様
式
（
分
離
課
税
に
係
る
所
得
が
あ
つ
た
者
に
あ
つ
て
は
、
施
行
規
則
第
５
号

の
４
様
式
及
び
第
５
号
の
４
様
式
（
別
表
）
）
に
よ
る
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
法
第

3
1
7
条
の
６
第
１
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
支

払
報
告
書
又
は
公
的
年
金
等
支
払
報
告
書
を
提
出
す
る
義
務
が
あ
る
者
か
ら
１
月
１
日

現
在
に
お
い
て
給
与
又
は
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
て
い
る
者
で
前
年
中
に
お
い
て
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給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た

も
の
（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
で
社
会
保
険
料
控
除

額
（
令
第

48
条
の
９
の
７
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控

除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別

控
除
額
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

90
0
万
円
以
下
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
の
法
第

31
4
条
の
２
第
１
項
第

10
号
の
２
に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一

に
す
る
配
偶
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
95
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
控

除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
法
第

31
4
条
の
２
第
４

項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額
（
特
定
親
族
（
同
条
第
１

項
第

12
号
に
規
定
す
る
特
定
親
族
を
い
う
。
第

36
条
の
３
の
２
第
１
項
第
３
号
及
び
第
36

条
の
３
の
３
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
85
万
円
以
下
で
あ

る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
控
除
又
は
こ
れ
ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除

額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第

31
3
条
第
８
項
に
規
定
す
る
純
損
失
の
金
額

の
控
除
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の
金
額
の
控
除
若
し
く
は

第
34
条
の
７
の
規
定
に
よ
っ
て
控
除
す
べ
き
金
額
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
寄
附
金
税

額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
給
与
所
得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
」
と
い
う
。
）
及
び
第

24
条
第
２

項
に
規
定
す
る
者
（
施
行
規
則
第
２
条
の
２
第
１
項
の
表
の
上
欄
の

(２
)に

掲
げ
る
者
を

除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

給
与
所
得
以
外
の
所
得
又
は
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た

も
の
（
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
で
社
会
保
険
料
控
除

額
（
令
第
48
条
の
９
の
７
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
、
小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金
控

除
額
、
生
命
保
険
料
控
除
額
、
地
震
保
険
料
控
除
額
、
勤
労
学
生
控
除
額
、
配
偶
者
特
別

控
除
額
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

9
0
0
万
円
以
下
で
あ
る
も

の
に
限
る
。
）
の
法
第

3
1
4
条
の
２
第
１
項
第

1
0
号
の
２
に
規
定
す
る
自
己
と
生
計
を
一

に
す
る
配
偶
者
（
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が

9
5万

円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
控

除
対
象
配
偶
者
に
該
当
し
な
い
も
の
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
、
法
第
3
1
4
条
の
２
第
４

項
に
規
定
す
る
扶
養
控
除
額
若
し
く
は
特
定
親
族
特
別
控
除
額
（
特
定
親
族
（
同
条
第
１

項
第
12
号
に
規
定
す
る
特
定
親
族
を
い
う
。
第

36
条
の
３
の
２
第
１
項
第
３
号
並
び
に
第

36
条
の
３
の
３
第
１
項
及
び
第
２
項
第
４
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
前
年
の
合
計
所
得
金

額
が
85
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
控
除
又
は
こ
れ

ら
と
併
せ
て
雑
損
控
除
額
若
し
く
は
医
療
費
控
除
額
の
控
除
、
法
第

31
3
条
第
８
項
に
規

定
す
る
純
損
失
の
金
額
の
控
除
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
純
損
失
若
し
く
は
雑
損
失
の

金
額
の
控
除
若
し
く
は
第
3
4条

の
７
の
規
定
に
よ
っ
て
控
除
す
べ
き
金
額
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
寄
附
金
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
を
除

く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
等
以
外
の
所
得
を
有
し
な
か
つ
た
者
」
と
い
う
。
）

及
び
第

24
条
第
２
項
に
規
定
す
る
者
（
施
行
規
則
第
２
条
の
２
第
１
項
の
表
の
上
欄
の

(２
)に

掲
げ
る
者
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
 

２
 

２
 

 
～
 
略
 

 
～
 
略
 

８
 
 

８
 
 

第
36
条
の
３
 
略
 

第
36
条
の
３
 
略
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
給
与
所
得
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

第
36
条
の
３
の
２

 
所
得
税
法
第

19
4
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
」
と
い
う
。
）

で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規

定
す
る
給
与
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら

毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
36
条
の
３
の
２

 
所
得
税
法
第

1
9
4
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書

を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
所
得
者
」
と
い
う
。
）

で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規

定
す
る
給
与
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
給
与
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら

毎
年
最
初
に
給
与
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
給
与
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市

長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(
２

)
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所
得
金
額
が

1,
00
0万

円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
法
第

31
3
条
第
３
項
に
規
定
す
る
青
色

(
２

)
 
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所
得
金
額
が

1
,
0
0
0万

円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
法
第

31
3
条
第
３
項
に
規
定
す
る
青
色
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事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
支
払
を
受
け
る
も
の
及

び
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
き
、
合
計
所
得
金
額

が
13
3万

円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
次
条
第
１
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
氏
名
 

事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
で
同
項
に
規
定
す
る
給
与
の
支
払
を
受
け
る
も
の
及

び
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
事
業
専
従
者
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
１
項
第

２
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
（
合
計
所
得
金
額
が
1
3
3万

円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）

の
氏
名
 

(３
) 

略
 

(３
) 

略
 

(４
) 

略
 

(４
) 

略
 

２
 
 

２
 
 

 
～
 
略
 

 
～
 
略
 

４
 

４
 

５
 
給
与
所
得
者
は
、
第
１
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す

べ
き
給
与
支
払
者
が
令
第

48
条
の
９
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
８
条
の
２
の

２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
４
項
及
び
第
53

条
の
９
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
給
与
所
得
者
は
、
第
１
項
及
び
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す

べ
き
給
与
支
払
者
が
令
第

48
条
の
９
の
７
の
２
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
８
条
の
２
の

２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該

申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
給
与
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事

項
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術

を
利
用
す
る
方
法
で
あ
っ
て
施
行
規
則
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第
５
項
及
び
第
53

条
の
９
第
３
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

６
 
略
 

６
 
略
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

（
個
人
の
市
民
税
に
係
る
公
的
年
金
等
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書
）
 

第
36
条
の
３
の
３

 
所
得
税
法
第

20
3
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申

告
書
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
又
は
法
の
施
行
地
に
お
い
て
同
項
に
規
定
す
る

公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第

20
3
条
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
を
受
け
る
者
で
あ
つ
て
、
特
定

配
偶
者
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所
得
金
額
が

90
0万

円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限

る
。
）
の
自
己
と
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
退
職
手
当
等
（
第

53
条
の
２
に
規
定
す
る

退
職
手
当
等
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ

つ
て
、
合
計
所
得
金
額
が

95
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
第
２
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
又
は
扶
養
親
族
（
年
齢

16
歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
つ

第
36
条
の
３
の
３
 
次
に
掲
げ
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と

い
う
。
）
は
、
公
的
年
金
等
支
払
者
（
所
得
税
法
第

2
0
3
条
の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
申

告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
同
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
の
支
払
者
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の
前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、
当
該
公
的
年
金

等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
１

)
 
所
得
税
法
第

20
3
条
の
６
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
申
告
書
を
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
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て
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
特
定
親
族
（
退
職
手
当

等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で
あ
つ
て
、
合
計
所
得
金
額
が

85
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に

限
る
。
）
を
有
す
る
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
受
給
者
」
と
い
う
。
）

で
市
内
に
住
所
を
有
す
る
も
の
は
、
当
該
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き
所
得
税
法

第
20
3条

の
６
第
１
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
の
支
払
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
公

的
年
金
等
支
払
者
」
と
い
う
。
）
か
ら
毎
年
最
初
に
公
的
年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
日
の

前
日
ま
で
に
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申

告
書
を
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

(
２

) 
法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第

2
0
3条

の
７
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）
の
支
払
を
受
け
る
第

2
3条

第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
も
の

で
あ
つ
て
、
特
定
配
偶
者
（
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
合
計
所
得
金
額
が

9
0
0万

円
以

下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
の
自
己
の
生
計
を
一
に
す
る
配
偶
者
（
合
計
所
得
金
額
が

95
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
い
う
。
次
号
及
び
次
項
第
３
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
（
退
職
手
当
等
（
第
53
条
の
２
に
規
定
す
る
退
職
手
当
等
に
限
る
。
以
下
こ
の

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
に
限
る
。
）
又
は
扶
養
親
族
（
年
齢

16
歳
未
満
の
者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
で
あ
つ
て
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有

す
る
者
に
限
る
。
）
若
し
く
は
特
定
親
族
（
退
職
手
当
等
に
係
る
所
得
を
有
す
る
者
で

あ
つ
て
、
合
計
所
得
金
額
が
85
万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
 

(１
) 

当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称
 

(２
) 

特
定
配
偶
者
の
氏
名
 

(３
) 

扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名
 

(４
) 

そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
 

(
３

) 
法
の
施
行
地
に
お
い
て
公
的
年
金
等
（
所
得
税
法
第

2
0
3条

の
７
の
規
定
の
適
用

を
受
け
る
も
の
に
限
る
。
）
の
支
払
を
受
け
る
第
2
3条

第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
（
当

該
年
中
に
支
払
を
受
け
る
べ
き
当
該
公
的
年
金
等
の
額
が
そ
の
年
最
初
に
当
該
公
的

年
金
等
の
支
払
を
受
け
る
べ
き
日
の
前
日
の
現
状
に
お
い
て
令
第

4
8
条
の
９
の
７
の

３
に
定
め
る
金
額
に
満
た
な
い
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
障
害
者
、
寡
婦
若
し
く
は

ひ
と
り
親
に
該
当
す
る
者
又
は
特
定
配
偶
者
若
し
く
は
扶
養
親
族
（
年
齢
1
6歳

未
満
の

者
又
は
控
除
対
象
扶
養
親
族
に
限
る
。
）
若
し
く
は
特
定
親
族
（
合
計
所
得
金
額
が
8
5

万
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
有
す
る
者
 

 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
記
載
事
項
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。
 

(１
) 

公
的
年
金
等
支
払
者
の
名
称
 

(
２

)
 
公
的
年
金
等
受
給
者
が
、
法
第

31
4
条
の
２
第
１
項
第
６
号
に
規
定
す
る
特
別
障

害
者
又
は
そ
の
他
の
障
害
者
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨
及
び
そ
の
該
当
す
る
事

実
並
び
に
寡
婦
又
は
ひ
と
り
親
に
該
当
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨
 

(３
) 

特
定
配
偶
者
の
氏
名
 

(４
) 

扶
養
親
族
又
は
特
定
親
族
の
氏
名
 

(５
) 

そ
の
他
施
行
規
則
で
定
め
る
事
項
 

２
 
前
項
又
は
法
第
31
7
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
公
的
年
金
等
支
払

者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
そ
の
年

の
前
年
に
お
い
て
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
し
た
前
項
又
は
法
第

31
7

条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
記
載
し
た
事
項
と
異
動
が
な
い
と
き
は
、

公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
が
所
得
税
法
第

20
3
条
の
６
第
２
項

に
規
定
す
る
国
税
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
り
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と

３
 
第
１
項
又
は
法
第

3
1
7条

の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
公
的
年
金
等
支

払
者
を
経
由
し
て
提
出
す
る
場
合
に
お
い
て
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
が
そ
の

年
の
前
年
に
お
い
て
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
を
経
由
し
て
提
出
し
た
第
１
項
又
は
同

条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
に
記
載
し
た
事
項
と
異
動
が
な
い
と
き
は
、
公
的
年
金

等
受
給
者
は
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
が
所
得
税
法
第

20
3
条
の
６
第
２
項
に
規
定
す

る
国
税
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て
い
る
場
合
に
限
り
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
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こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
又
は
法
第

31
7
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事

項
に
代
え
て
当
該
異
動
が
な
い
旨
を
記
載
し
た
前
項
又
は
法
第

31
7
条
の
３
の
３
第
１
項

の
規
定
に
よ
る
申
告
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

り
、
第
１
項
又
は
法
第
3
1
7
条
の
３
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
記
載
す
べ
き
事
項
に
代

え
て
当
該
異
動
が
な
い
旨
を
記
載
し
た
第
１
項
又
は
同
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告

書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
第
１
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
が
そ
の
提
出
の
際
に
経
由
す

べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
申
告
書
は
、
そ
の
受
理
さ
れ
た

日
に
市
長
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

４
 
第
１
項
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
が
そ
の
提
出
の
際
に
経
由
す

べ
き
公
的
年
金
等
支
払
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
申
告
書
は
、
そ
の
受
理
さ
れ
た

日
に
市
長
に
提
出
さ
れ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

４
 
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き

公
的
年
金
等
支
払
者
が
令
第

48
条
の
９
の
７
の
３
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
８
条
の
２

の
２
に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当

該
申
告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載

す
べ
き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
公
的
年
金
等
受
給
者
は
、
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
の
際
に
経
由
す
べ
き

公
的
年
金
等
支
払
者
が
令
第

4
8
条
の
９
の
８
に
お
い
て
準
用
す
る
令
第
８
条
の
２
の
２

に
規
定
す
る
要
件
を
満
た
す
場
合
に
は
、
施
行
規
則
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
申

告
書
の
提
出
に
代
え
て
、
当
該
公
的
年
金
等
支
払
者
に
対
し
、
当
該
申
告
書
に
記
載
す
べ

き
事
項
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

５
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
３
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
」
と
、
「
公
的
年
金

等
支
払
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
公
的
年
金
等
支
払
者
が
提
供
を
受
け
た

と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
を
受
け
た
日
」
と
す
る
。
 

６
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
４
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同

項
中
「
申
告
書
が
」
と
あ
る
の
は
「
申
告
書
に
記
載
す
べ
き
事
項
を
」
と
、
「
公
的
年
金

等
支
払
者
に
受
理
さ
れ
た
と
き
」
と
あ
る
の
は
「
公
的
年
金
等
支
払
者
が
提
供
を
受
け
た

と
き
」
と
、
「
受
理
さ
れ
た
日
」
と
あ
る
の
は
「
提
供
を
受
け
た
日
」
と
す
る
。
 

第
36
条
の
４
 
 

第
36
条
の
４
 

 
～
 
略
 

 
～
 
略
 

第
62
条
の
２
 

第
62
条
の
２
 
 

（
固
定
資
産
税
の
免
税
点
）
 

（
固
定
資
産
税
の
免
税
点
）
 

第
63
条
 
同
一
の
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
土
地
、
家
屋
又
は
償
却
資
産
に
対

し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
標
準
と
な
る
べ
き
額
が
土
地
に
あ
つ
て
は
30
万
円
、
家
屋
に

あ
つ
て
は

20
万
円
、
償
却
資
産
に
あ
つ
て
は

15
0
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、

固
定
資
産
税
を
課
さ
な
い
。
 

第
63
条
 
同
一
の
者
に
つ
い
て
、
そ
の
者
の
所
有
に
係
る
土
地
、
家
屋
又
は
償
却
資
産
に
対

し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
の
標
準
と
な
る
べ
き
額
が
土
地
又
は
家
屋
に
あ
つ
て
は

30
万

円
、
償
却
資
産
に
あ
つ
て
は

18
0
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い
て
は
、
固
定
資
産
税
を

課
さ
な
い
。
 

第
63
条
の
２
 
 

第
63
条
の
２
 

 
～
 
略
 

 
～
 
略
 

第
15
7条

 
 

第
15
7条

 
 

附
 
則
 

附
 
則
 

第
１
条
 

第
１
条
 

 
～
 
略
 

 
～
 
略
 

第
５
条
の
２
 
 

第
５
条
の
２
 

（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
つ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）
 

（
特
定
一
般
用
医
薬
品
等
購
入
費
を
支
払
つ
た
場
合
の
医
療
費
控
除
の
特
例
）
 

第
６
条
 
平
成
30
年
度
か
ら
令
和
９
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法

附
則
第
４
条
の
５
第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第

34
条
の
２
の
規
定
に

よ
る
控
除
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
１
項
」
と
あ
る
の

第
６
条
 
平
成
30
年
度
以
後
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限
り
、
法
附
則
第
４
条
の
５

第
３
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
第

3
4
条
の
２
の
規
定
に
よ
る
控
除
に
つ
い

て
は
、
そ
の
者
の
選
択
に
よ
り
、
同
条
中
「
同
条
第
１
項
」
と
あ
る
の
は
「
同
条
第
１
項
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は
「
同
条
第
１
項
（
第
２
号
を
除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に

法
附
則
第
４
条
の
５
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第

31
4
条
の
２

第
１
項
（
第
２
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
 

（
第
２
号
を
除
く
。
）
」
と
、
「
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
ま
で
並
び
に
法
附
則
第
４
条
の

５
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
法
第

31
4
条
の
２
第
１
項
（
第
２
号

に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
」
と
し
て
、
同
条
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
７
条
 
略
 

第
７
条
 
略
 

第
７
条
の
２
 
削
除
 

第
７
条
の
２
 
削
除
 

 
（
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）
 

 
（
個
人
の
市
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
）
 

第
７
条
の
３

 
平
成

22
年
度
か
ら
令
和

20
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第

41
条
又
は

第
41
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第

41
条
第
１
項
に
規
定
す
る
居

住
年
が
平
成
21
年
か
ら
令
和
７
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
法
附
則

第
５
条
の
４
第
５
項
（
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
34
条
の

３
及
び
第

34
条
の
６
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

第
７
条
の
３

 
平
成

22
年
度
か
ら
令
和

25
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税
特
別
措
置
法
第

4
1条

又
は

第
41
条
の
２
の
２
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
4
1条

第
１
項
に
規
定
す
る
居

住
年
が
平
成
21
年
か
ら
令
和
12
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
は
、
法
附
則

第
５
条
の
４
第
５
項
（
同
条
第
７
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
）
に
規
定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
3
4条

の

３
及
び
第
34
条
の
６
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。
 

２
 
略
 

２
 
略
 

（
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例
）
 

（
寄
附
金
税
額
控
除
に
お
け
る
特
例
控
除
額
の
特
例
）
 

第
７
条
の
４

 
第

34
条
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者

が
、
法
第

31
4
条
の
７
第

11
項
第
２
号
若
し
く
は
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場

合
又
は
第

34
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び

課
税
山
林
所
得
金
額
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
所
得

に
つ
い
て
、
附
則
第
16
条
の
３
第
１
項
、
附
則
第
16
条
の
４
第
１
項
、
附
則
第
21
条
第
１

項
、
附
則
第

22
条
第
１
項
、
附
則
第
23
条
第
１
項
、
附
則
第

23
条
の
２
第
１
項
又
は
附
則

第
24
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
第
34
条
の
７
第
２
項
に
規
定
す
る
特

例
控
除
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
５
条
の
５
第
２
項
（
法
附
則
第

５
条
の
６
第
２
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

第
７
条
の
４

 
第

34
条
の
７
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
市
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者

が
、
法
第

31
4
条
の
７
第

1
1
項
第
２
号
若
し
く
は
第
３
号
に
掲
げ
る
場
合
に
該
当
す
る
場

合
又
は
第
34
条
の
３
第
２
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び

課
税
山
林
所
得
金
額
を
有
し
な
い
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
中
の
所
得

に
つ
い
て
、
附
則
第
1
6条

の
３
第
１
項
、
附
則
第
1
6条

の
４
第
１
項
、
附
則
第
2
1条

第
１

項
、
附
則
第
22
条
第
１
項
、
附
則
第
2
3条

第
１
項
、
附
則
第
2
3条

の
２
第
１
項
、
附
則
第

23
条
の
３
第
１
項
又
は
附
則
第
2
4条

第
１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
と
き
は
、
第

3
4条

の
７
第
２
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
法
附
則
第
５

条
の
５
第
２
項
（
法
附
則
第
５
条
の
６
第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
と
す
る
。
 

第
７
条
の
５
 
 

第
７
条
の
５
 
 

 
～
 
略
 

 
～
 
略
 

第
９
条
 
 

第
９
条
 
 

第
９
条
の
２
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
を

支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
特
例
通

知
書
の
送
付
が
あ
つ
た
場
合
（
法
附
則
第
７
条
第

13
項
の
規
定
に
よ
り
な
か
っ
た
も
の
と

み
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
法
附
則
第
７
条
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
と
こ
ろ

に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
第

34
条
の
７
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合

第
９
条
の
２
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
特
例
控
除
対
象
寄
附
金
を

支
出
し
、
か
つ
、
当
該
納
税
義
務
者
に
つ
い
て
前
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
特
例
通

知
書
の
送
付
が
あ
つ
た
場
合
（
法
附
則
第
７
条
第

1
3項

の
規
定
に
よ
り
な
か
っ
た
も
の
と

み
な
さ
れ
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
法
附
則
第
７
条
の
２
第
４
項
（
法
附
則
第
７
条
の

３
第
３
項
又
は
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
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の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
 

定
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
控
除
す
べ
き
額
を
、
第

34
条
の
７
第
１
項
及
び
第
２
項
の
規
定
を

適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
も
の
と
す
る
。
 

第
10
条
 
略
 

第
10
条
 
略
 

（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

（
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
等
の
条
例
で
定
め
る
割
合
）
 

第
10
条
の
２
 
法
附
則
第
15
条
第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分

の
１
と
す
る
。
 

第
10
条
の
２
 
法
附
則
第
1
5条

第
２
項
第
１
号
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分

の
１
と
す
る
。
 

２
 

２
 
 

 
～
 
略
 

 
～
 
略
 

８
 
 

８
 
 

９
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

９
 
法
附
則
第

15
条
第

24
項
第
１
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

10
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

10
 
法
附
則
第

15
条
第

24
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

11
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

11
 
法
附
則
第

15
条
第

24
項
第
１
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

12
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

12
 
法
附
則
第

15
条
第

24
項
第
１
号
ニ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
２
分
の
１
と
す
る
。
 

13
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
２
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
７
分
の
６
と
す
る
。
 

13
 
法
附
則
第

15
条
第

24
項
第
２
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
５
分
の
３
と
す
る
。
 

14
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

14
 
法
附
則
第

15
条
第

24
項
第
３
号
イ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

15
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

15
 
法
附
則
第

15
条
第

24
項
第
３
号
ロ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
２
と
す
る
。
 

16
 
法
附
則
第

15
条
第

25
項
第
３
号
ハ
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条

例
で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

16
 
法
附
則
第

15
条
第

24
項
第
４
号
に
規
定
す
る
設
備
に
つ
い
て
同
号
に
規
定
す
る
条
例

で
定
め
る
割
合
は
、
４
分
の
３
と
す
る
。
 

17
 
 

17
 
 

 
～
 
略
 

 
～
 
略
 

23
 

23
 

24
 
法
附
則
第

15
条
の
９
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
は
３

分
の
１
と
す
る
。
 

24
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
１
と

す
る
。
 

 
25

 
法
附
則
第

15
条
の

11
第
１
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
割
合
は
、
３
分
の
１
と
す

る
。
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
す
べ
き
申
告
）
 

（
新
築
住
宅
等
に
対
す
る
固
定
資
産
税
の
減
額
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

が
す
べ
き
申
告
）
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第
10
条
の
３
 
法
附
則
第
15
条
の
６
第
１
項
又
は
第
２
項
の
住
宅
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月

31
日
ま
で

に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
10
条
の
３
 
法
附
則
第
1
5条

の
６
第
１
項
又
は
第
２
項
の
住
宅
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月

3
1日

ま
で

に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 
 

(１
) 

  

 
～
 
略
 

 
～
 
略
 

(３
) 

(３
) 

２
 
法
附
則
第

15
条
の
７
第
１
項
又
は
第
２
項
の
住
宅
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月

31
日
ま
で
に
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
３
項
に
規
定
す
る
書
類
を

添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

２
 
法
附
則
第
15
条
の
７
第
１
項
又
は
第
２
項
の
住
宅
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
3
1日

ま
で
に
次
に
掲

げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
６
項
に
規
定
す
る
書
類
を

添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
  

 
～
 
略
 

～
 
略
 

(４
) 

 
(４

) 
 

３
 
市
長
は
、
法
附
則
第

15
条
の
７
第
１
項
又
は
第
２
項
の
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
う
ち
区

分
所
有
に
係
る
住
宅
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提
出
が
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て

も
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

20
年
法
律
第
87
号
）
第
５
条

第
４
項
に
規
定
す
る
管
理
者
等
か
ら
、
法
附
則
第

15
条
の
７
第
３
項
に
規
定
す
る
期
間
内

に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
４
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
が
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
区
分

所
有
に
係
る
住
宅
が
法
附
則
第

15
条
の
７
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該

当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
１
項
又
は
第
２

項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

３
 
市
長
は
、
法
附
則
第
1
5条

の
７
第
１
項
又
は
第
２
項
の
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
う
ち
区

分
所
有
に
係
る
住
宅
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提
出
が
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て

も
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
2
0年

法
律
第
8
7号

）
第
５
条

第
４
項
に
規
定
す
る
管
理
者
等
か
ら
、
法
附
則
第

1
5条

の
７
第
３
項
に
規
定
す
る
期
間
内

に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
７
項
に
規
定
す
る
書
類
の
提
出
が
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
区
分

所
有
に
係
る
住
宅
が
法
附
則
第

15
条
の
７
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該

当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
１
項
又
は
第
２

項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

４
 
法
附
則
第

15
条
の
８
第
１
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
31
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

４
 
法
附
則
第
15
条
の
８
第
１
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
3
1日

ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

家
屋
の
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
及
び
床
面
積
並
び
に
令
附
則
第
12
条
第

８
項
に
規
定
す
る
従
前
の
権
利
に
対
応
す
る
部
分
の
床
面
積
 

(２
) 

家
屋
の
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
及
び
床
面
積
並
び
に
令
附
則
第
1
2条

第

10
項
に
規
定
す
る
従
前
の
権
利
に
対
応
す
る
部
分
の
床
面
積
 

(３
) 

略
 

(３
) 

略
 

５
 
法
附
則
第
15
条
の
８
第
２
項
の
貸
家
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
31
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
、
か
つ
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
13
年
法
律
第
26

号
）
第
７
条
第
１
項
の
登
録
を
受
け
た
旨
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
貸
家
住
宅
の
建
設
に

要
す
る
費
用
に
つ
い
て
令
附
則
第

12
条
第

12
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
補
助
を
受
け
て

い
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
た
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

５
 
法
附
則
第
15
条
の
８
第
２
項
の
貸
家
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ

う
と
す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
31
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項

を
記
載
し
、
か
つ
、
高
齢
者
の
居
住
の
安
定
確
保
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
3年

法
律
第

26

号
）
第
７
条
第
１
項
の
登
録
を
受
け
た
旨
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
貸
家
住
宅
の
建
設
に

要
す
る
費
用
に
つ
い
て
令
附
則
第

12
条
第

1
4
項
第
１
号
ロ
に
規
定
す
る
補
助
を
受
け
て

い
る
旨
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
た
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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(１
) 

  
(１

) 
  

 
～
 
略
 

～
 
略
 

(３
) 

 
(３

) 
 

６
 
法
附
則
第

15
条
の
８
第
３
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
31
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

６
 
法
附
則
第
15
条
の
８
第
３
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
3
1日

ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
を
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

家
屋
の
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
及
び
床
面
積
並
び
に
令
附
則
第
12
条
第

15
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第
８
項
に
規
定
す
る
従
前
の
権
利
に
対
応
す
る
部
分

の
床
面
積
 

(２
) 

家
屋
の
所
在
、
家
屋
番
号
、
種
類
、
構
造
及
び
床
面
積
並
び
に
令
附
則
第
1
2条

第

17
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
条
第

1
0
項
に
規
定
す
る
従
前
の
権
利
に
対
応
す
る
部
分

の
床
面
積
 

(３
) 

略
 

(３
) 

略
 

７
 
法
附
則
第

15
条
の
８
第
４
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
31
日
ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
に
令
附
則
第

12
条
第

17
項
に
規
定
す
る
従
前
の
家
屋
に
つ
い
て
移
転
補

償
金
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 ７

 
法
附
則
第
15
条
の
８
第
４
項
の
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と

す
る
者
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
１
月
3
1日

ま
で
に
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
告
書
に
令
附
則
第

1
2
条
第

19
項
に
規
定
す
る
従
前
の
家
屋
に
つ
い
て
移
転
補

償
金
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
  

 
～
 
略
 

 
～
 
略
 

(３
) 

  
(３

) 
  

８
 
法
附
則
第

15
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日

か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当
該
耐
震
改
修
に
要
し
た

費
用
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第

12
条
第

20
項
に
規
定

す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

８
 
法
附
則
第
15
条
の
９
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日

か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
当
該
耐
震
改
修
に
要
し
た

費
用
を
証
す
る
書
類
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第

12
条
第

2
2
項
に
規
定

す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
  

 
～
 
略
 

 
～
 
略
 

(６
) 

  
(６

) 
  

９
 
法
附
則
第

15
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
５
項
の
高
齢

者
等
居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
９
項
各
号
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

９
 
法
附
則
第

15
条
の
９
第
４
項
の
高
齢
者
等
居
住
改
修
住
宅
又
は
同
条
第
５
項
の
高
齢

者
等
居
住
改
修
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
同
条
第
４
項
に
規
定
す
る
居
住
安
全
改
修
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

12
項
各
号
に
掲
げ

る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

 
(１

) 
  

 
～
 
略
 

 
～
 
略
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(３
) 

  
(３

) 
  

(４
) 

令
附
則
第
12
条
第
24
項
に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
当
該
者

が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(４
) 

令
附
則
第
1
2条

第
2
6項

に
掲
げ
る
者
に
該
当
す
る
者
の
住
所
、
氏
名
及
び
当
該
者

が
同
項
各
号
の
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の
別
 

(５
) 

略
 

(５
) 

略
 

(
６

)
 
居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第

12
条
第

25
項
に
規
定
す

る
補
助
金
等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
 

(
６

)
 
居
住
安
全
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
並
び
に
令
附
則
第

12
条
第

27
項
に
規
定
す

る
補
助
金
等
、
居
宅
介
護
住
宅
改
修
費
及
び
介
護
予
防
住
宅
改
修
費
 

(７
) 

略
 

(７
) 

略
 

10
 
法
附
則
第

15
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第

10
項
の
熱
損

失
防
止
改
修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
10
項
各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

10
 
法
附
則
第

15
条
の
９
第
９
項
の
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は
同
条
第

10
項
の
熱
損

失
防
止
改
修
等
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
同
条
第
９
項
に
規
定
す
る
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内

に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第
1
3項

各
号
に
掲

げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
 

 
～
 
略
 

～
 
略
 

(４
) 

(４
) 

 

(
５

)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第

12
条
第

32
項
に
規
定

す
る
補
助
金
等
 

(
５

)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第

12
条
第

34
項
に
規
定

す
る
補
助
金
等
 

(６
) 

略
 

(６
) 

略
 

11
 
法
附
則
第

15
条
の
９
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る

耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に

施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

11
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

11
 
法
附
則
第
15
条
の
９
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
つ
い
て
、

同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
耐
震
基
準
適
合
住
宅
に
係
る

耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に

施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

14
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
 

 
～
 
略
 

～
 
略
 

(６
) 

(６
) 

 

12
 
法
附
則
第

15
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は

同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第

15
条
の
９
第
９
項
に
規
定
す
る
熱

損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

12
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

12
 
法
附
則
第

15
条
の
９
の
２
第
４
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
又
は

同
条
第
５
項
に
規
定
す
る
特
定
熱
損
失
防
止
改
修
等
住
宅
専
有
部
分
に
つ
い
て
、
こ
れ
ら

の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
法
附
則
第
1
5条

の
９
第
９
項
に
規
定
す
る
熱

損
失
防
止
改
修
工
事
等
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

15
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
 

 
～
 
略
 

 
～
 
略
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(４
) 

 
(４

) 
 

(
５

)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第

12
条
第

32
項
に
規
定

す
る
補
助
金
等
 

(
５

)
 
熱
損
失
防
止
改
修
工
事
等
に
要
し
た
費
用
及
び
令
附
則
第

12
条
第

34
項
に
規
定

す
る
補
助
金
等
 

(６
) 

略
 

(６
) 

略
 

13
 
法
附
則
第

15
条
の
９
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
区
分
所
有

に
係
る
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
マ

ン
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

17
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

13
 
法
附
則
第

15
条
の
９
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
区
分
所
有

に
係
る
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
特
定
マ

ン
シ
ョ
ン
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
工
事
が
完
了
し
た
日
か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ

る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

2
0
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を

添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(１
) 

  
(１

) 
 

 
～
 
略
 

 
～
 
略
 

(５
) 

 
(５

) 
 

14
 
市
長
は
、
法
附
則
第

15
条
の
９
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
区

分
所
有
に
係
る
家
屋
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提
出
が
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て

も
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
12
年
法
律
第
14
9号

）

第
５
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
管
理
組
合
の
管
理
者
等
か
ら
法
附
則
第

15
条
の
９
の

３
第
２
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

17
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

の
提
出
が
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
が
法
附
則
第

15
条
の
９
の
３
第
１
項
に

規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

条
第
１
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

14
 
市
長
は
、
法
附
則
第
1
5条

の
９
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
に
係
る
区

分
所
有
に
係
る
家
屋
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
申
告
書
の
提
出
が
な
か
つ
た
場
合
に
お
い
て

も
、
マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
2年

法
律
第

1
4
9号

）

第
５
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
管
理
組
合
の
管
理
者
等
か
ら
法
附
則
第

1
5
条
の
９
の

３
第
２
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

20
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類

の
提
出
が
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
特
定
マ
ン
シ
ョ
ン
が
法
附
則
第
1
5条

の
９
の
３
第
１
項
に

規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

条
第
１
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

15
 
法
附
則
第

15
条
の
10
第
１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日

か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

18
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第

12
3
号
）
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第

12
条
第

20
項
に
規

定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

15
 
法
附
則
第
15
条
の
1
0第

１
項
の
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
の
適
用

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
が
完
了
し
た
日

か
ら
３
月
以
内
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
に
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

21
項
に
規
定
す
る
補
助
に
係
る
補
助
金
確
定
通
知
書
の
写
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
７
年
法
律
第

12
3
号
）
第
７
条
又
は
附
則
第
３
条
第
１
項
の
規

定
に
よ
る
報
告
の
写
し
及
び
当
該
耐
震
改
修
後
の
家
屋
が
令
附
則
第

12
条
第

2
0
項
に
規

定
す
る
基
準
を
満
た
す
こ
と
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
て
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
 

(１
) 
 

(１
) 
 

 
～
 
略
 

 
～
 
略
 

(４
) 

耐
震
改
修
が
完
了
し
た
年
月
日
 

(４
) 

耐
震
改
修
が
完
了
し
た
年
月
日
 

(
５

)
 
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

18
項
に
規
定
す
る
補
助
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
当

該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
 

(
５

)
 
施
行
規
則
附
則
第
７
条
第

21
項
に
規
定
す
る
補
助
の
算
定
の
基
礎
と
な
つ
た
当

該
耐
震
基
準
適
合
家
屋
に
係
る
耐
震
改
修
に
要
し
た
費
用
 

(６
) 

略
 

(６
) 

略
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16
 
略
 

16
 
略
 

第
11
条
 

第
11
条
 

～
 
略
 

 
～
 
略
 

第
21
条
 
 

第
21
条
 
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係

る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡
し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係

る
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

第
21
条
の
２

 
昭
和

63
年
度
か
ら
令
和

11
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と

な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
31
条
第
１
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法

附
則
第
34
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該

当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に

対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す

る
。
 

第
21
条
の
２

 
昭
和

63
年
度
か
ら
令
和

11
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税
に
限

り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と

な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措
置
法
第
3
1条

第
１
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い
う
。
以
下
こ

の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲
渡
（
同
項
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
法

附
則
第
34
条
の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
）
に
該

当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
次
条
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に

対
し
て
課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
１
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の

各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
額
と
す

る
。
 

(１
) 

略
 

(１
) 

略
 

(２
) 

略
 

(２
) 

略
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和

63
年
度
か
ら
令
和
11
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税

に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基

因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予

定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
34
条
の
２
第
５
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予

定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お

け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て

課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法

附
則
第
34
条
の
２
第
10
項
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定

優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

２
 
前
項
の
規
定
は
、
昭
和
63
年
度
か
ら
令
和
11
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
市
民
税

に
限
り
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基

因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住
宅
地
等
予

定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
法
附
則
第
3
4条

の
２
第
６
項
に
規
定
す
る
確
定
優
良
住
宅
地
等
予

定
地
の
た
め
の
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お

け
る
前
条
第
１
項
に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て

課
す
る
市
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
法

附
則
第
34
条
の
２
第
1
2項

の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
る
と
き
は
、
当
該
譲
渡
は
確
定

優
良
住
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
で
は
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。
 

３
 
略
 

３
 
略
 

 
４
 
第
１
項
（
第
２
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
場
合
に
お
い
て
、
所
得
割

の
納
税
義
務
者
が
租
税
特
別
措
置
法
第

31
条
の
２
第
２
項
第

13
号
か
ら
第

1
5
号
ま
で
に

掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す
る
も
の
を
し
た
と
き
に
お
け
る
そ
の
譲
渡
を
し
た
土

地
等
が
そ
の
譲
渡
を
し
た
時
に
お
い
て
地
す
べ
り
等
防
止
法
（
昭
和
3
3年

法
律
第
3
0号

）

第
３
条
第
１
項
の
地
す
べ
り
防
止
区
域
、
急
傾
斜
地
の
崩
壊
に
よ
る
災
害
の
防
止
に
関
す
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る
法
律
（
昭
和
44
年
法
律
第
57
号
）
第
３
条
第
１
項
の
急
傾
斜
地
崩
壊
危
険
区
域
、
土
砂

災
害
警
戒
区
域
等
に
お
け
る
土
砂
災
害
防
止
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成

12
年
法

律
第
57
号
）
第
９
条
第
１
項
の
土
砂
災
害
特
別
警
戒
区
域
又
は
特
定
都
市
河
川
浸
水
被
害

対
策
法
（
平
成
15
年
法
律
第
77
号
）
第

56
条
第
１
項
の
浸
水
被
害
防
止
区
域
内
に
あ
る
と

き
は
、
当
該
土
地
等
の
譲
渡
は
、
第
１
項
又
は
第
２
項
に
規
定
す
る
優
良
宅
地
等
の
た
め

の
譲
渡
又
は
確
定
優
良
宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
に
該
当
し
な
い
も
の
と
み
な
す
。
 

第
21
条
の
３
 

第
21
条
の
３
 

 
～
 
略
 

 
～
 
略
 

第
23
条
の
２
 
 

第
23
条
の
２
 
 

 
（
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の
市
民
税
の
課
税
の
特
例
）
 

 
第
23
条
の
３
 
当
分
の
間
、
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
租
税
特
別
措
置
法
第
38
条

の
２
第
１
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
又
は
雑
所
得
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当

該
事
業
所
得
、
譲
渡
所
得
及
び
雑
所
得
に
つ
い
て
は
、
第
33
条
第
１
項
及
び
第
２
項
並
び

に
第
34
条
の
３
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
他
の
所
得
と
区
分
し
、
前
年
中
の
当
該
事
業
所

得
の
金
額
、
譲
渡
所
得
の
金
額
及
び
雑
所
得
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
1
8条

の
６
の
４
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
暗
号
資
産
に
係

る
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
い
う
。
）
に
対
し
、
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等

の
金
額
（
特
定
暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
（
次
項
第
１
号
の
規
定
に
よ
り
読

み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
第
3
4条

の
２
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の

金
額
）
を
い
う
。
）
の

1
0
0
分
の
３
に
相
当
す
る
金
額
に
相
当
す
る
市
民
税
の
所
得
割
を

課
す
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。
 

(１
) 

第
34
条
の
２
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
、
「
総
所
得
金
額
、
附
則
第
2
3
条
の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
暗
号
資
産
に
係
る

譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

(２
) 

第
34
条
の
６
か
ら
第
34
条
の
８
ま
で
、
第

3
4条

の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１

項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
3
4条

の
６
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
3条

の
３
第

1
項
の
規
定
に
よ

る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第

3
4条

の
７
第
１
項
前
段
、
第
3
4条

の
８
、
第

3
4条

の
９
第
１
項
、
附
則
第
７
条
第
１
項
及
び
附
則
第
７
条
の
３
第
１
項
中
「
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

2
3条

の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税

の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
3
4条

の
７
第
１
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
及
び
附
則
第

2
3
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得
割
の
額
の

合
計
額
」
と
す
る
。
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(３
) 

第
35
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
又
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
又
は
附
則
第
2
3条

の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
暗

号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
「
若
し
く
は
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
、
山
林
所
得
金
額
若
し
く
は
附
則
第
2
3条

の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定
暗
号
資

産
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の
金
額
」
と
す
る
。
 

(４
) 

附
則
第
５
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
１
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
、
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第

2
3条

の
３
第
１
項
に
規
定
す
る
特
定

暗
号
資
産
に
係
る
譲
渡
所
等
の
金
額
」
と
、
同
条
第
２
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
2
3条

の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
市
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
す
る
。
 

以
下
 
略
 

以
下
 
略
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議
第
35
号
 
焼
津
市
立
幼
稚
園
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
）
 
新
旧
対
照
表
 

旧
 

新
 

焼
津
市
立
幼
稚
園
条
例
 

焼
津
市
立
幼
稚
園
条
例
 

昭
和
39
年
３
月
31
日
条
例
第
26
号
 

昭
和
39
年
３
月
3
1日

条
例
第
26
号
 

（
趣
旨
）
 

（
趣
旨
）
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
22
年
法
律
第
26
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
１
条
に
規
定
す
る
幼
稚
園
（
以
下
「
幼
稚
園
」
と
い
う
。
）
の
設
置
及
び
管

理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

第
１
条
 
こ
の
条
例
は
、
学
校
教
育
法
（
昭
和
2
2年

法
律
第
26
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
第
１
条
に
規
定
す
る
幼
稚
園
（
以
下
「
幼
稚
園
」
と
い
う
。
）
の
設
置
及
び
管

理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
 

（
設
置
）
 

（
設
置
）
 

第
２
条
 
法
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
市
に
幼
稚
園
を
設
置
し
、
そ
の
名
称
及

び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

第
２
条
 
法
第
２
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
、
本
市
に
幼
稚
園
を
設
置
し
、
そ
の
名
称
及

び
位
置
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。
 

名
称
 

位
置
 

焼
津
市
立
さ
つ
き
幼
稚
園
 

焼
津
市
大
覚
寺
三
丁
目
５
番
地
の
１
 

焼
津
市
立
大
富
幼
稚
園
 

焼
津
市
中
根
新
田
63
8番

地
 

焼
津
市
立
大
井
川
南
幼
稚
園
 

焼
津
市
吉
永
33
4番

地
の
２
 

焼
津
市
立
静
浜
幼
稚
園
 

焼
津
市
宗
高
88
番
地
 

焼
津
市
立
静
浜
幼
稚
園
下
藤
分
園
 

焼
津
市
下
小
杉
13
61
番
地
 

焼
津
市
立
大
井
川
西
幼
稚
園
 

焼
津
市
下
江
留
23
00
番
地
の
１
 

 

名
称
 

位
置
 

焼
津
市
立
さ
つ
き
幼
稚
園
 

焼
津
市
大
覚
寺
三
丁
目
５
番
地
の
１
 

焼
津
市
立
大
富
幼
稚
園
 

焼
津
市
中
根
新
田
6
38
番
地
 

焼
津
市
立
大
井
川
南
幼
稚
園
 

焼
津
市
吉
永
3
34
番
地
の
２
 

焼
津
市
立
静
浜
幼
稚
園
 

焼
津
市
宗
高
8
8番

地
 

 
 

焼
津
市
立
大
井
川
西
幼
稚
園
 

焼
津
市
下
江
留
2
30
0番

地
の
１
 

 

以
下
 
略
 

以
下
 
略
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議
第

36
号
 
焼
津
市
介
護
保
険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
）
 
新
旧
対
照
表
 

旧
 

新
 

焼
津
市
介
護
保
険
条
例
 

焼
津
市
介
護
保
険
条
例
 

平
成
12
年
３
月
29
日
条
例
第
25
号
 

平
成
1
2年

３
月
2
9日

条
例
第
25
号
 

第
１
条
 
 

第
１
条
 
 

～
 
略
 

～
 
略
 

第
７
条
 
 

第
７
条
 
 

第
３
章
 
保
険
料
 

第
３
章
 
保
険
料
 

（
保
険
料
率
）
 

（
保
険
料
率
）
 

第
８
条
 
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
（
法
第
９
条
第
１
号
に
規
定
す
る
第
１
号
被
保
険
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

第
８
条
 
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
は
、
次
の
各

号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
（
法
第
９
条
第
１
号
に
規
定
す
る
第
１
号
被
保
険
者
を
い

う
。
以
下
同
じ
。
）
の
区
分
に
応
じ
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。
 

(１
) 

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成
10
年
政
令
第

41
2号

。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第

38

条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者

 
30
,9
58
円
 

(１
) 

介
護
保
険
法
施
行
令
（
平
成

1
0年

政
令
第
4
12
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第

3
8

条
第
１
項
第
１
号
に
掲
げ
る
者
 

3
0,
9
5
8円

 

(２
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
 
40
,1
44
円
 

(２
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
 
4
0,
1
4
4円

 

(３
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
者
 
46
,9
48
円
 

(３
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
者
 
4
6,
9
4
8円

 

(４
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
者
 
61
,2
36
円
 

(４
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
４
号
に
掲
げ
る
者
 
6
1,
2
3
6円

 

(５
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
者
 
68
,0
40
円
 

(５
) 

令
第
38
条
第
１
項
第
５
号
に
掲
げ
る
者
 
6
8,
0
4
0円

 

(６
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
81
,6
48
円
 

(６
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 
8
1
,
64
8円

 

ア
 
地
方
税
法
（
昭
和
25
年
法
律
第
22
6号

）
第

29
2条

第
１
項
第
13
号
に
規
定
す
る
合

計
所
得
金
額
（
以
下
「
合
計
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和

32
年
法
律
第
26
号
）
第
33
条
の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第

34
条
第
１
項
、
第

34
条
の
２
第
１
項
、
第
34
条
の
３
第
１
項
、
第

35
条
第
１
項
、
第
35
条
の
２
第
１
項
、

第
35
条
の
３
第
１
項
又
は
第
36
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所

得
金
額
か
ら
令
第

22
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た

額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

が
12
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
 

ア
 
地
方
税
法
（
昭
和
2
5年

法
律
第
2
2
6号

）
第
2
92
条
第
１
項
第
1
3号

に
規
定
す
る
合

計
所
得
金
額
（
以
下
「
合
計
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
（
租
税
特
別
措
置
法
（
昭
和

32
年
法
律
第
26
号
）
第
3
3条

の
４
第
１
項
若
し
く
は
第
２
項
、
第

34
条
第
１
項
、
第

34
条
の
２
第
１
項
、
第
3
4条

の
３
第
１
項
、
第

3
5条

第
１
項
、
第
3
5条

の
２
第
１
項
、

第
35
条
の
３
第
１
項
又
は
第
36
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
合
計
所

得
金
額
か
ら
令
第

22
条
の
２
第
２
項
に
規
定
す
る
特
別
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た

額
と
し
、
当
該
合
計
所
得
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
以
下
同
じ
。
）

が
12
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
も
の
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
８
号
イ
、

第
９
号
イ
、
第
10
号
イ
、
第
11
号
イ
又
は
第

12
号
イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
８
号
イ
、

第
９
号
イ
、
第
1
0号

イ
、
第
11
号
イ
又
は
第
1
2号

イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

(７
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
88
,4
52
円
 

(７
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 
8
8
,
45
2円

 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
21
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
2
1
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
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な
い
も
の
 

な
い
も
の
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
９
号
イ
、

第
10
号
イ
、
第
11
号
イ
又
は
第
12
号
イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
９
号
イ
、

第
10
号
イ
、
第
1
1号

イ
又
は
第

1
2号

イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

(８
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
10
2,
06

0円
 

(８
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 
1
0
2
,0
6
0円

 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
32
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
3
2
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
10
号
イ
、

第
11
号
イ
又
は
第
12
号
イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
1
0号

イ
、

第
11
号
イ
又
は
第
1
2号

イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

(９
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
11
5,
66

8円
 

(９
) 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 
1
1
5
,6
6
8円

 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
42
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
4
2
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
11
号
イ
又

は
第
12
号
イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
、
第
1
1号

イ
又

は
第
12
号
イ
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

(1
0)

 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
12
9,
27

6円
 

(1
0)
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 
1
2
9
,2
7
6円

 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
52
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
5
2
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
又
は
第

12
号
イ

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
、
次
号
イ
又
は
第
1
2号

イ

に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
）
 

(1
1)

 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
14
2,
88

4円
 

(1
1)
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 
1
4
2
,8
8
4円

 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
62
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
6
2
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
次
号
イ
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。
）
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(
１
)
に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
又
は
次
号
イ
に
該
当
す
る

者
を
除
く
。
）
 

(1
2)

 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
 
15
6,
49

2円
 

(1
2)
 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者

 
1
5
6
,4
9
2円
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ア
 
合
計
所
得
金
額
が
72
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

ア
 
合
計
所
得
金
額
が
7
2
0万

円
未
満
で
あ
り
、
か
つ
、
前
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し

な
い
も
の
 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

イ
 
要
保
護
者
で
あ
っ
て
、
そ
の
者
が
課
さ
れ
る
保
険
料
額
に
つ
い
て
こ
の
号
の
区
分

に
よ
る
額
を
適
用
さ
れ
た
な
ら
ば
保
護
を
必
要
と
し
な
い
状
態
に
な
る
も
の
（
令
第

38
条
第
１
項
第
１
号
イ
（
(１

)に
係
る
部
分
を
除
く
。
）
に
該
当
す
る
者
を
除
く
。
） 

(1
3)

 
令
第
38
条
第
１
項
第
13
号
に
掲
げ
る
者
 
16
3,
29
6円

 
(1
3)
 
令
第
38
条
第
１
項
第
13
号
に
掲
げ
る
者
 
1
6
3,
2
9
6円

 

２
 
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る

令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

19
,3
91
円
と
す
る
。
 

２
 
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係
る

令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

19
,3
91
円
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係

る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

26
,5
36
円
と
す
る
。
 

３
 
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係

る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

26
,5
36
円
と
す
る
。
 

４
 
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係

る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

46
,6
07
円
と
す
る
。
 

４
 
第
１
項
第
３
号
に
掲
げ
る
第
１
号
被
保
険
者
に
つ
い
て
の
保
険
料
の
減
額
賦
課
に
係

る
令
和
６
年
度
か
ら
令
和
８
年
度
ま
で
の
保
険
料
率
は
、
同
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

46
,6
07
円
と
す
る
。
 

第
９
条
 
 

第
９
条
 
 

～
 
略
 

～
 
略
 

第
16
条
 

第
16
条
 
 

(保
険
料
の
減
免

) 
(保

険
料
の
減
免
) 

第
17
条
 
市
長
は
、
前
条
第
1項

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
特
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
も
の
に
対
し
、
保
険
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

第
17
条
 
市
長
は
、
前
条
第
1項

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
の
う
ち
、
特
に
必
要
が
あ

る
と
認
め
る
も
の
に
対
し
、
保
険
料
を
減
免
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
 

２
 
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に

よ
り
保
険
料
を
徴
収
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
納
期
限
前

7
日
ま
で
に
、
特
別
徴
収
の
方

法
に
よ
り
保
険
料
を
徴
収
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払

に
係
る
月
の
前
前
月
の
15
日
ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 ２

 
前
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
普
通
徴
収
の
方
法
に

よ
り
保
険
料
を
徴
収
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
納
期
限
前

7
日
ま
で
に
、
特
別
徴
収
の
方

法
に
よ
り
保
険
料
を
徴
収
さ
れ
て
い
る
者
に
あ
っ
て
は
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払

に
係
る
月
の
前
前
月
の
1
5日

ま
で
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
減
免
を
受

け
よ
う
と
す
る
理
由
を
証
明
す
る
書
類
を
添
え
て
、
市
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

(
１

)
 
第

1号
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
氏

名
、
住
所
及
び
個
人
番
号

(個
人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所
) 

(
１

)
 
第

1号
被
保
険
者
及
び
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生
計
を
主
と
し
て
維
持
す
る
者
の
氏

名
、
住
所
及
び
個
人
番
号
(個

人
番
号
を
有
し
な
い
者
に
あ
っ
て
は
、
氏
名
及
び
住
所

) 

(
２

)
 
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
険
料
の
額
及
び
納
期
限
又
は
当
該
保
険
料
の
徴
収

に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
に
係
る
月
 

(
２

)
 
減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
保
険
料
の
額
及
び
納
期
限
又
は
当
該
保
険
料
の
徴
収

に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
に
係
る
月
 

(３
) 

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
 

(３
) 

減
免
を
受
け
よ
う
と
す
る
理
由
 

３
 
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
理
由
が
消
滅
し
た
場
合

に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

３
 
第

1
項
の
規
定
に
よ
り
保
険
料
の
減
免
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
理
由
が
消
滅
し
た
場
合

に
お
い
て
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
市
長
に
申
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 

第
18
条
 

第
18
条
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～
 
略
 

～
 
略
 

第
29
条
 

第
29
条
 

附
 
則
 

附
 
則
 

第
１
条
 
 

第
１
条
 
 

～
 
略
 

～
 
略
 

第
15
条
 

第
15
条
 
 

（
令
和
８
年
度
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
特
例
）
 

（
令
和
８
年
度
の
保
険
料
率
の
算
定
に
関
す
る
基
準
の
特
例
）
 

第
16
条

 
第
１
号
被
保
険
者
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第

８
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世

帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
の
う
ち
に
、
第
１
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
第
２
号

又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
該
当
す
る

者
は
、
同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な

す
。
 

(１
) 

令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
令
和
８
年
度
分

の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
市
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
)で

あ
っ
て
、

同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
市
内
に

住
所
を
有
す
る
も
の
（
同
法
第

29
4
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
市
の
住
民
基
本
台
帳
に

記
録
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
 

(２
) 

地
方
税
法
第
29
5条

第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
令
和
８
年
度

分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
次
の
ア
か

ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
 

ア
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

55
万

1,
00
0
円
以
上

65
万

1,
00
0
円
未
満

で
あ
り
、
か
つ
、
13
5万

円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
同

年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
55
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場
合
 

イ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

65
万

1,
00
0
円
以
上

16
1
万

9,
00
0
円
未
満

で
あ
り
、
か
つ
、
13
5万

円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
10
万

円
以
下
で
あ
る
場
合
 

ウ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

16
1
万
9,
00
0円

以
上

19
0
万
円
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、
13
5万

円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
65
万
円

か
ら
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
所
得
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第
13
号
）
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
所
得
税
法
別
表
第
５
（
以
下
「
別
表
第
５
」
と
い
う
。
）
の
給
与
等
の
金
額

と
し
て
、
別
表
第
５
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た
別
表
第
５
の
給
与
所
得
控

除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場

第
16
条

 
第
１
号
被
保
険
者
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第

８
条
第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
の
属
す
る
世
帯
の
世

帯
主
及
び
全
て
の
世
帯
員
の
う
ち
に
、
第
１
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
第
２
号

又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
該
当
す
る

者
は
、
同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な

す
。
 

(１
) 

令
和
７
年
の
合
計
所
得
金
額
に
給
与
所
得
が
含
ま
れ
て
い
る
者
（
令
和
８
年
度
分

の
保
険
料
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
市
内
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
)
で
あ
っ
て
、

同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
の
賦
課
期
日
に
お
い
て
市
内
に

住
所
を
有
す
る
も
の
（
同
法
第

2
9
4
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
市
の
住
民
基
本
台
帳
に

記
録
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
さ
れ
た
者
を
含
む
。
）
 

(２
) 

地
方
税
法
第
2
95
条
第
１
項
第
２
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
し
、
か
つ
、
令
和
８
年
度

分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
次
の
ア
か

ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
 

ア
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

55
万

1,
0
00
円
以
上

6
5
万

1
,
00
0
円
未
満

で
あ
り
、
か
つ
、
1
3
5万

円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
同

年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら

5
5万

円
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場
合
 

イ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

6
5
万

1
,
00
0
円
以
上

1
6
1
万

9
,
00
0
円
未
満

で
あ
り
、
か
つ
、
1
35
万
円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が

1
0万

円
以
下
で
あ
る
場
合
 

ウ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

1
6
1
万
9
,
0
0
0円

以
上

1
9
0
万
円
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、
13
5万

円
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
6
5万

円

か
ら
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
所
得
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
７
年
法
律
第

13
号
）
第
１
条
の
規
定
に
よ
る
改

正
前
の
所
得
税
法
別
表
第
５
（
以
下
「
別
表
第
５
」
と
い
う
。
）
の
給
与
等
の
金
額

と
し
て
、
別
表
第
５
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た
別
表
第
５
の
給
与
所
得
控

除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場

55



合
 

(３
) 

地
方
税
法
第
29
5条

第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
令
和
８
年
度

分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
次
の
ア
か

ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
 

ア
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

55
万

1,
00
0
円
以
上

65
万

1,
00
0
円
未
満

で
あ
り
、
か
つ
、
地
方
税
法
第
29
5条

第
３
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従

い
市
の
条
例
で
定
め
る
金
額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、

同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら

55
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場

合
 

イ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

65
万

1,
00
0
円
以
上

16
1
万

9,
00
0
円
未
満

で
あ
り
、
か
つ
、
地
方
税
法
第
29
5条

第
３
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従

い
市
の
条
例
で
定
め
る
金
額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が

10
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
 

ウ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

16
1
万
9,
00
0円

以
上

19
0
万
円
未
満
で
あ

り
、
か
つ
、
地
方
税
法
第
29
5条

第
３
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
市
の

条
例
で
定
め
る
金
額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
65
万
円
か

ら
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
別
表
第
５
の
給

与
等
の
金
額
と
し
て
、
別
表
第
５
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た
別
表
第
５
の
給

与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で

あ
る
場
合
 

合
 

(３
) 

地
方
税
法
第
2
95
条
第
１
項
各
号
に
掲
げ
る
者
に
該
当
せ
ず
、
か
つ
、
令
和
８
年
度

分
の
同
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
者
で
あ
っ
て
、
次
の
ア
か

ら
ウ
ま
で
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
 

ア
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

55
万

1,
0
00
円
以
上

6
5
万

1
,
00
0
円
未
満

で
あ
り
、
か
つ
、
地
方
税
法
第
2
9
5条

第
３
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従

い
市
の
条
例
で
定
め
る
金
額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、

同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら

55
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下
で
あ
る
場

合
 

イ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

6
5
万

1
,
00
0
円
以
上

1
6
1
万

9
,
00
0
円
未
満

で
あ
り
、
か
つ
、
地
方
税
法
第
2
9
5条

第
３
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従

い
市
の
条
例
で
定
め
る
金
額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が

10
万
円
以
下
で
あ
る
場
合
 

ウ
 
令
和
７
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
が

1
61
万
9,
0
0
0円

以
上
1
9
0万

円
未
満
で
あ
 

り
、
か
つ
、
地
方
税
法
第
2
95
条
第
３
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
基
準
に
従
い
市
 

の
条
例
で
定
め
る
金
額
か
ら
同
年
の
合
計
所
得
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
が
、
6
5万

円
 

か
ら
、
同
年
中
の
給
与
等
の
収
入
金
額
か
ら
当
該
給
与
等
の
収
入
金
額
を
別
表
第
５
の

給
与
等
の
金
額
と
し
て
、
別
表
第
５
に
よ
り
当
該
金
額
に
応
じ
て
求
め
た
別
表
第
５
の

給
与
所
得
控
除
後
の
給
与
等
の
金
額
を
控
除
し
て
得
た
額
を
控
除
し
て
得
た
額
以
下

で
あ
る
場
合
 

２
 
第
１
号
被
保
険
者
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
８
条

第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
が
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る

者
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
は
、
同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民

税
が
課
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
す
。
 

２
 
第
１
号
被
保
険
者
の
令
和
８
年
度
に
お
け
る
保
険
料
率
の
算
定
に
つ
い
て
の
第
８
条

第
１
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
が
前
項
第
１
号
に
掲
げ
る

者
に
該
当
し
、
か
つ
、
同
項
第
２
号
又
は
第
３
号
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

と
き
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
は
、
同
年
度
分
の
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
市
町
村
民

税
が
課
さ
れ
て
い
る
者
と
み
な
す
。
 

 
（
令
和
７
年
度
税
制
改
正
に
係
る
令
和
８
年
度
分
の
保
険
料
の
減
額
の
特
例
）
 

 
第
17
条
 
市
長
は
、
第
１
号
被
保
険
者
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
お
い

て
は
、
当
該
第
１
号
被
保
険
者
に
係
る
令
和
８
年
度
分
の
保
険
料
を
減
額
す
る
。
 

(1
) 
第
１
号
被
保
険
者
が
、
令
和
８
年
度
に
お
い
て
第
８
条
第
１
項
第
４
号
又
は
第
５
号

に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
そ
の
属
す
る
世
帯
の
世
帯
主
及
び
全
て

の
世
帯
員
の
う
ち
、
令
和
８
年
度
分
の
市
町
村
民
税
を
課
さ
れ
て
い
る
者
が
、
前
条
第

１
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
で
あ
っ
て
、
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る
令
和
７
年

度
分
の
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
場
合
 

(2
) 
第
１
号
被
保
険
者
が
、
令
和
８
年
度
に
お
い
て
第
８
条
第
１
項
第
６
号
か
ら
第
1
3号
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ま
で
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
か
つ
、
次
に
掲
げ
る
要
件
の
い
ず
れ
に
も
該
当

す
る
場
合
 

 
 
ア
 
前
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
者
で
あ
っ
て
、
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
る

令
和
７
年
度
分
の
市
町
村
民
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。
 

 
 
イ
 
前
条
第
２
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
と
み
な
し
た
場
合
に
、
令
和
８
年

度
に
お
い
て
第
８
条
第
１
項
第
１
号
か
ら
第
５
号
ま
で
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
か

に
該
当
す
る
こ
と
。
 

 
２
 
前
項
の
規
定
に
よ
る
減
額
後
の
保
険
料
の
額
は
、
前
条
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の

と
し
た
場
合
に
決
定
さ
れ
る
べ
き
当
該
第
１
号
被
保
険
者
の
令
和
８
年
度
分
の
保
険
料

と
し
て
第
８
条
の
保
険
料
率
に
よ
り
算
定
し
た
額
と
す
る
。
 

以
下

 
略
 

以
下
 
略
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議
第
37
号
 
焼
津
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
案
）
 
新
旧
対
照
表
 

旧
 

新
 

焼
津
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
 

焼
津
市
消
防
団
員
等
公
務
災
害
補
償
条
例
 

昭
和
41
年
６
月
28
日
 

昭
和
41
年
６
月
2
8日

 

条
例
第
12
号
 

条
例
第
12
号
 

第
１
条
 

第
１
条
 

～
 
 
略
 

～
 
 
略
 

第
17
条
 

第
17
条
 

（
葬
祭
補
償
）
 

（
葬
祭
補
償
）
 

第
18
条
 
非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は

救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
、
死
亡
し
た
場

合
に
お
い
て
は
、
市
は
、
葬
祭
を
行
う
者
に
対
し
て
、
葬
祭
補
償
と
し
て
、
31
5,
00
0円

に
補
償
基
礎
額
の
30
倍
に
相
当
す
る
金
額
を
加
え
た
金
額
を
支
給
す
る
。
 

第
18
条
 
非
常
勤
消
防
団
員
等
が
公
務
に
よ
り
、
又
は
消
防
作
業
等
に
従
事
し
、
若
し
く
は

救
急
業
務
に
協
力
し
、
又
は
応
急
措
置
の
業
務
に
従
事
し
た
こ
と
に
よ
り
、
死
亡
し
た
場

合
に
お
い
て
は
、
市
は
、
葬
祭
を
行
う
者
に
対
し
て
、
葬
祭
補
償
と
し
て
、
33
0
,0
00
円

に
補
償
基
礎
額
の
3
0倍

に
相
当
す
る
金
額
を
加
え
た
金
額
を
支
給
す
る
。
 

以
下
 
略
 

以
下
 
略
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議第38号 

 

消防ポンプ自動車の取得について 

 

１ 取 得 物 品   消防ポンプ自動車 

２ 取 得 台 数   １台 

３ 事業実施場所   焼津市東小川７丁目12-13 

４ 取 得 理 由   焼津市消防団第９分団が使用している消防ポンプ自動車の老

朽化に伴い取得するもの 

５ 仕 様   型  式    1.0t級  ダブルキャブオーバー型 

駆動方式   ２ＷＤ 

全  長    5,450mm以下 

全  幅    1,850mm以下 

全  高    2,400mm以下 

ホイルベース  2,545mm以下 

乗車定員   ６名 

トランスミッション  ＡＴ 

燃料タンク  60リットル以上 

車両総重量  3,500㎏未満（普通免許対応） 
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入　　札　　結　　果　　表

入 札 番 号 物品7号 発注担当課 地域防災課
件　　名 消防団第９分団　消防ポンプ自動車（車両総重量3.5ｔ未満）

納 品 場 所 焼津市消防防災センター（焼津市石津1丁目6-1）
入札執行者 焼津市長 中野　弘道
入 札 方 法 指名競争入札
入 札 日 時 令和08年5月14日(木)　14時10分
落 札 価 格 \28,490,000- （入札書比較価格：\25,900,000-）
予 定 価 格 \29,000,000- （入札書比較価格：\26,363,637-）

入札参加業者名
第１回入札 第２回入札 結果

順位 金額 順位 金額 　
（株）日消機械工業 1 \25,900,000- 　 　落札
旭産業（株） 2 \27,000,000- 　 　 　
（株）ケイショウ車体 3 \27,400,000- 　 　 　
サンコー防災（株） 4 \27,500,000- 　 　 　
いすゞ自動車中部（株） 藤枝支店 辞退 　 　 　辞退
（有）協和消防機商会 辞退 　 　 　辞退
小川ポンプ工業（株） 三島事業所 辞退 　 　 　辞退
日本ドライケミカル（株） 静岡営
業所

辞退 　 　 　辞退

静岡日野自動車（株） 藤枝営業所 不参 　 　 　不参
静岡トヨタ自動車（株） 法人営業
部

不参 　 　 　不参

（株）畠山ポンプ製作所 不参 　 　 　不参

＊（上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法令上の申し込み価格であ
る。）

指 名 理 由 焼津市指名業者選定基準に基づき、総合的に勘案し、上記業者を指名した。
　備　　考　 　
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議第39号 

 

デジタル同報無線操作卓の取得について 

 

１ 取 得 物 品   デジタル同報無線操作卓 

２ 取 得 理 由    同報無線システムは、災害時の避難放送や日常の行政連絡

手段として親しまれている地域のコミュニティを支える日

本独自の防災システムである。 

本市のデジタル同報無線システムの操作卓設備は、平成27

年度に運用を開始してから10年以上経過しており、経年劣化

による操作卓の故障や不具合などが生じている。また、パソ

コンやサーバ等ハードウェアの保守対応やOSのサポート切れ

などで障害時の対応が困難な状態になりつつあるため、機器

の更新を行うものである。 

３ 仕 様    (1) 親局設備 

ア 操作卓（JCD-565-A） 

(ｱ) 構造 制御部：19インチラック 

操作部：卓上型 

(ｲ) 操作部 カラーLCD（画面スイッチ：500個以上） 

(ｳ) 表示種別  

ａ レベルメータ 多段ＬＥＤ表示 

ｂ その他表示電源、自動放送／話中、呼出／放送可、 

連絡通話中、障害、外部機器障害、リモコン使用中、 

外部機器使用中、保守、統制 

(ｴ) 放送種別  

緊急一括放送、一括放送、個別（ID65535）・群（グ

ループ）放送、分割（時差）放送（最大６分割）、音量

制御（強制／大／中／小）、自動放送、サイレン放送 

(ｵ) 放送入力種別 内部入力、マイク、電子チャイム、 

電子サイレン 

(ｶ) 出力種別 放送出力、モニタ出力 

(ｷ) 電源 DC-48V及びAC100V 

(ｸ) OS Windows系 

イ 電子サイレン送出装置 

(ｱ) 吹鳴パターン数：最大10パターン、連続、手動 

(ｲ) 吹鳴時間：1～255秒  

(ｳ) 休止時間：1～255秒  

(ｴ) 繰返し回数：10回以上  

(ｵ) 定常基本周波：約800Hz 
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ウ 監視制御装置 基地局装置 

             (ｱ) 監視項目 トータルアラーム、停電、FANアラーム等 

             (ｲ) 制御項目 装置リセット、無線系切換等 

エ 音源卓 

(ｱ) 音源録音：最大500件登録可能 

             (ｲ) 人工音声作成：最大990件登録可能 

             (ｳ) 履歴音源：最大で1,000件の登録が可能 

オ ミュージックチャイム  

(ｱ) 曲目：別途協議 

(ｲ) 曲数：最大８曲 

カ 被遠隔制御装置 

 接続容量：８回線以上 ※LAN 

キ 自動プログラム送出装置 

(ｱ) 表示部：操作卓共用 

(ｲ) 呼出種別：一括、グループ、個別、分割、音量制御 

(ｳ) 音量：強制／大／中／小 

(ｴ) 設定プログラム数：500構成、1,000番組以上 

(ｵ) 時間設定単位：１秒 

(ｶ) プログラム設定：LCDディスプレイ・マウス 

(ｷ) 録音可能時間：10,000分以上 

(ｸ) バックアップ：HDDによる二重化 

ク 自動通信記録装置 

(ｱ) 表示部：操作卓と共用 

(ｲ) プリンタ：ページプリンタ 

ケ 電話応答装置 

(ｱ) 録音時間：10分以上 

(ｲ) 収容回線数：４回線 

コ 音声合成装置   

(ｱ) 表示部：操作卓画面 

(ｲ) 入力方法：漢字かな混じり文（漢字コード：S-JIS) 

(ｳ) 入力文字数：全角1000文字以上 

(ｴ) OS：Windows系  

(ｵ) 対応言語：日本語  

サ 地図表示装置 

(ｱ) 機能：放送時、該当する子局の位置を点滅表示する 

こと。 

(ｲ) 構造：壁掛け型又は自立型 

(ｳ) 寸法：50インチ以上 大型LCD 

(ｴ) OS：Windows系 
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(ｵ) 電子地図：ゼンリン電子地図 

(ｶ) 電源：AC100V±10％ 

シ J-ALERT自動起動装置 

（ｱ）OS：Windows 10 

(ｲ) 入出力インターフェース：LAN（10BASE-T/100BASE- 

TX）１ポート以上、ライン入出力（ステレオ、ミニジ 

ャック） 

ス 機器収容ラック 規格：ＥＩＡ規格(19インチ) 

セ 無停電電源装置 

(ｱ) 停電補償時間：発電機起動時間まで保証すること。 

(ｲ) 容量：1.5KVA以上 

ソ 直流電源装置 

(ｱ) 入力電圧：AC100V 50Hz/60Hz ※AC200Vでも可 

(ｲ) 出力電圧：DC-48V 

(ｳ) 蓄電池容量：50AH以上 

タ 障害通報装置 

監視項目 

              (ｱ) 接点：16項目まで 

(ｲ) アナログ信号：６項目まで 

(2) 遠隔制御局設備 

ア 遠隔制御装置 

(ｱ) 表示部 10インチモニタ以上 

(ｲ) 放送種別 緊急一括放送、一括放送、個別・グルー

プ放送、自動放送 ※グループ数：300以上 

イ 放送入力種別 マイク、電子チャイム、電子サイレン 

（10パターン以上）、自動プログラム送出装 

ウ 接続インターフェース LAN 

エ 電源 AC100V 

オ 停電対策 ノートPCに実装の蓄電池 
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入　　札　　結　　果　　表

入 札 番 号 物品6号 発注担当課 地域防災課
件　　名 デジタル同報無線操作卓更新事業

納 品 場 所 焼津市石津1丁目地内
入札執行者 焼津市長 中野　弘道
入 札 方 法 指名競争入札
入 札 日 時 令和08年5月14日(木)　14時20分
落 札 価 格 \94,600,000- （入札書比較価格：\86,000,000-）
予 定 価 格 \96,500,000- （入札書比較価格：\87,727,273-）

入札参加業者名
第１回入札 第２回入札 結果

順位 金額 順位 金額 　
ＮＥＣ静岡ビジネス（株） 1 \86,000,000- 　 　落札
日興電気通信（株） 2 \88,400,000- 　 　 　
日本電気（株） 静岡支社 辞退 　 　 　辞退
ＮＴＴ西日本（株） 静岡支店 辞退 　 　 　辞退
日興通信（株） 静岡支社 辞退 　 　 　辞退

＊（上記金額に消費税及び地方消費税に相当する額を加算した金額が法令上の申し込み価格であ
る。）

指 名 理 由 焼津市指名業者選定基準に基づき、総合的に勘案し、上記業者を指名した。
　備　　考　 　
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議第40号 

 

   学習者用端末の取得について    

 

１ 取得物品 学習者用端末一式 

２ 取得理由 GIGAスクール構想の第２期対応情報機器として、市内小中学校（22校）の

全児童・生徒が使用する端末一式を更新するため 

３ 取得方法 随意契約（静岡県共同調達） 

４ 納入期限 令和９年１月29日 

５ 納入場所 焼津市立小学校及び焼津市立中学校 

６ 納入数量 学習者用端末 10,271台（小学校6,560台、中学校3,711台） 

７ 主な仕様 

 

 

 

ＯＳ Google Chrome OS 

ＣＰＵ Intel N150 

ストレージ  64GB 

メモリ  4GB 

画面  11.6インチ  マルチタッチ対応 

キーボード 日本語キーボード 

無線  IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 

カメラ機能  インカメラ×１、アウトカメラ×１ 

形状 コンバーチブル型 

バッテリ  約 10.6時間 

重さ  約 1.44kg 
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